
生活保護版レセプト管理

機能・帳票要件（第2.3版）

並び順 大項目 中項目 機能名称
改定種別

（直前の版から改定
した項目の種別）

新機能名称枝番 旧機能名称枝番 新機能ID 旧機能ID 新機能要件 旧機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考（改版説明） 適合基準日

①機能名称
枝番

記入必須

②機能ID
記入必須

③質問自治体
名

記入必須

④意見のカ
テゴリ

記入必須

⑤ご意見等内容
記入必須

⑥ご意見等の理由・経緯
記入必須

⑦解釈案・代替案
（修正後の要件文案）

⑧過去意見照会
における意見実績

記入必須

⑨貴自治体における現
行システムでの実装有

無
記入必須

⑩意見根拠（法
令・通知等）

検討分類 検討方針詳細 標準仕様書への反映 検討会での論点化

#REF!

3. 分析 3.1. 医療費適
正化

分析帳票作成 変更なし 1 1 0350043 以下の情報をシステム上の画面で確認できること。
・投薬状況名簿(複数種類の投薬)
・長期入院者名簿
・長期外来者名簿
・重複受診者名簿
・頻回受診者通院台帳
・頻回受診者名簿
・投薬状況名簿(一定以上の投薬)
・投薬状況名簿(一定以上の投薬・診療行為等)
・投薬状況名簿(複数医療機関からの投薬)
・傷病別実数・割合表
・医療機関別集計表
・三要素分析表
・高額医療費一覧

以下の情報をシステム上の画面で確認できること。
・投薬状況名簿(複数種類の投薬)
・長期入院者名簿
・長期外来者名簿
・重複受診者名簿
・頻回受診者通院台帳
・頻回受診者名簿
・投薬状況名簿(一定以上の投薬)
・投薬状況名簿(一定以上の投薬・診療行為等)
・投薬状況名簿(複数医療機関からの投薬)
・傷病別実数・割合表
・医療機関別集計表
・三要素分析表
・高額医療費一覧

実装必須機能 内部帳票はシステム上の画面での確認という手法を想定している。 令和8年4月1日

1 0350043 さいたま市 機能修正
「画面で確認できる」要件から、ＰＤＦによる表示・出力のみ可
能とされているが、ＰＤＦに加えて、Ｅｘｃｅｌでも表示・出力可能
にしてほしい。

旧機能では、カスタマイズによりＥｘｃｅでのｌ表示・出力が可能であった。
各名簿では、抽出された対象者の処方状況等をさらに調査した上で、最終的
な対象者を選定していく必要がある。その際は、出力された名簿内の項目を
個別に絞り込みしていく必要があり、旧機能ではＥｘｃｅｌで出力可能だったから
こそ、絞り込み作業を難なく進めることができた。更には、Ｅｘｃｅｌで出力された
名簿をそのまま活用する形で、対象者の進捗管理も行うことができていた。
新機能では、ＰＤＦでのみしか表示・出力できないため、対象者を選定していく
にしても、目視確認しかできず、別途Ｅｘｃｅｌによる表の作成等が必要なた.め業
務効率が悪くなった。
福祉事務所ごとに対象者の把握・管理をしていくにあたり、Ｅｘｃｅによる表（台
帳）の作成は必須のため、各名簿をＥｘｃｅｌでも表示・出力可能にしてほしい。
仕様上の反映が難しければ、自治体ごとのカスタマイズ対応を容認してほし
い。

実績なし 実装なし 検討対象 ・ご意見について、画面閲覧できている項目について、CSVファイル等での出力をEUC機能で対応頂くことを想定しております。 反映しない 非論点

#REF!

3. 分析 3.1. 医療費適
正化

分析帳票作成 変更なし 3 3 0350171 以下の情報をシステム上の画面で確認できること。
・医療機関別検査実績一覧
・検査内容明細表
・診療行為別集計表
・時間外・休日受診リスト(受診件数・点数)
・時間外・休日受診リスト(受診者)
・傷病別集計表
・年度別医療費集計表
・診療内容集計表
・年代性別集計表
・都道府県別集計表
・事業所別集計表
・高額医療費対象者一覧
・医療費増減構成要素集計表
・医療費増減構成要素該当者一覧
・処方箋発行一覧
・ジェネリック医薬品使用率一覧
・ジェネリック医薬品使用率一覧(医療機関別)
・ジェネジェネリック医薬品一覧表
・ジェネリック切替促進リスト(後発品全明細)
・ジェネリック切替促進リスト(先発品差額順上位5品)
・ジェネリック医薬品切替差額計算結果

以下の情報をシステム上の画面で確認できること。
・医療機関別検査実績一覧
・検査内容明細表
・診療行為別集計表
・時間外・休日受診リスト(受診件数・点数)
・時間外・休日受診リスト(受診者)
・傷病別集計表
・年度別医療費集計表
・診療内容集計表
・年代性別集計表
・都道府県別集計表
・事業所別集計表
・高額医療費対象者一覧
・医療費増減構成要素集計表
・医療費増減構成要素該当者一覧
・処方箋発行一覧
・ジェネリック医薬品使用率一覧
・ジェネリック医薬品使用率一覧(医療機関別)
・ジェネジェネリック医薬品一覧表
・ジェネリック切替促進リスト(後発品全明細)
・ジェネリック切替促進リスト(先発品差額順上位5品)
・ジェネリック医薬品切替差額計算結果

標準オプション機能 内部帳票はシステム上の画面での確認という手法を想定している。 令和8年4月1日

3 350171 市川市 実装区分変更
ジェネリック医薬品関係の情報（特にジェネリック医薬品使用
率）については機能実装必須で良いのではないでしょうか。

厚労省QAにおいても「生活保護受給者である患者には、単にその嗜好から長
期収載品を希望した場合であっても、後発医薬品を処方等又は調剤することと
なります。そのため、特別の料金を徴収するケースは生じません。」と示されて
おりますが、現実的には令和6年10月以降も、患者希望での長期収載品によ
る給付が行われている状況が見受けられます。
また、後発医薬品の使用割合の水準が80％未満の場合は、後発薬品使用促
進計画の策定が毎年度求められています。
適正な医療扶助給付に向けた実態の把握だけでなく、数値を基準とした把
握・対応を求められているからこそ、レセプト管理システムによる分析機能の
実装は必須とした方が良いと考えます。

実績なし 実装あり 検討対象
・自治体の独自要望と認識しました。
・実装区分の変更は行わないことを想定しております。

反映しない 非論点

#REF!

3. 分析 3.2. 健康管理
支援

健診情報管理 変更なし 1 1 0350175 健診情報を登録、修正、削除、照会できること。
なお、修正、削除の対象は、加入者番号が付与されている健診データに限る。

健診情報を登録、修正、削除、照会できること。
なお、修正、削除の対象は、加入者番号が付与されている健診データに限る。

実装必須機能 被保護者の基本４情報が一致する場合においても、以下の2通りの場合
には、それぞれ以下の通り健診情報を修正する必要があることに留意した
上で、機能実装を行うこと。

①資格情報の公費負担者番号及び受給者番号と健診情報に紐付く公費
負担者番号及び受給者番号が一致しない場合
⇒基本４情報の突合により確実に本人情報であることを確認した後に、資
格情報の公費負担者番号及び受給者番号を正とし、健診情報に紐付く公
費負担者番号及び受給者番号を修正の上、健診情報を登録する。

②健康管理システムから福祉事務所システムへの連携時の連携項目と
して健診情報の公費負担者番号及び受給者番号が含まれていない場合
⇒ 基本４情報の突合により確実に本人情報であることを確認した後に、
資格情報の公費負担者番号及び受給者番号を健診情報に追加し、健診
情報を登録する。

【2.3版】
・PMOツールでの意見に基づき、要件の考え方・
理由に追記

令和8年4月1日 1 0350175 富士通Japan 誤記・整合性 「要件の考え方・理由」に記載の「基本４情報の突合」はどのよ
うに行われることを想定されていますでしょうか。現行では人的
にチェックしている認識です。

自治体様にて運用が異なる状況にありますので、推奨運用をお示しいただき
たい。

システム的にチェックする場合は、下記の通り住所項目の持ち
方が異なるため仕様hの統一をお願いします。

・被保護者情報（連携ID：021o013）
　　02103697 住所1(市区町村)
・健診情報（連携ID：019o018）
　　01903705 住所_都道府県
　　01903706 住所_市区郡町村名
　　01903707 住所_町字
　　01904201 住所_番地号表記

実績なし 実装あり -

検討対象

（検討方針詳細案）
・突合の詳細な運用について、標準仕様書において指定することは行わない想定です。
・一方で、健康管理システムから受け取った住所情報と生活保護システムから受け取った被保護者の住所情報をシステムで機械的に突合する場合は、生活保
護システムから受け取る住所情報を健康管理システムから受け取る住所情報と同じデータ項目にする必要があると認識しました。
・生活保護システムの機能別連携仕様、基本データリストのデータ項目について、修正することをデジタル庁と協議します。

反映する 非論点

#REF!

3. 分析 3.2. 健康管理
支援

健診情報管理 変更なし 1 1 0350175 健診情報を登録、修正、削除、照会できること。
なお、修正、削除の対象は、加入者番号が付与されている健診データに限る。

健診情報を登録、修正、削除、照会できること。
なお、修正、削除の対象は、加入者番号が付与されている健診データに限る。

実装必須機能 被保護者の基本４情報が一致する場合においても、以下の2通りの場合
には、それぞれ以下の通り健診情報を修正する必要があることに留意した
上で、機能実装を行うこと。

①資格情報の公費負担者番号及び受給者番号と健診情報に紐付く公費
負担者番号及び受給者番号が一致しない場合
⇒基本４情報の突合により確実に本人情報であることを確認した後に、資
格情報の公費負担者番号及び受給者番号を正とし、健診情報に紐付く公
費負担者番号及び受給者番号を修正の上、健診情報を登録する。

②健康管理システムから福祉事務所システムへの連携時の連携項目と
して健診情報の公費負担者番号及び受給者番号が含まれていない場合
⇒ 基本４情報の突合により確実に本人情報であることを確認した後に、
資格情報の公費負担者番号及び受給者番号を健診情報に追加し、健診
情報を登録する。

【2.3版】
・PMOツールでの意見に基づき、要件の考え方・
理由に追記

令和8年4月1日 1 0350175 富士通Japan 誤記・整合性 「なお、修正、削除の対象は、加入者番号が付与されている健
診データに限る。」の条件は削除してください。

誤って登録された健診データが、加入者番号が付与されていない場合、修正
も削除もできずに登録されたまま残ってしまうこととなります。

実績なし 実装あり -

検討対象

（検討方針詳細案）
・基本４情報の突合により確実に本人情報であることを確認した後に、資格情報の加入者番号を健診情報に追加し、健診情報を登録するため、加入者番号が付
与されていない健診データは存在しない想定です。よって、記載については問題ない認識です。（なお、システムの仕様としても、新規登録時に加入者番号の登
録が必須となっている認識です。）
https://mhlw-digitalpmo.digital-
pmo.go.jp/usr/file/attachment/3FcaJ6DAgyUcZXnJ.pdf?attachment_log=1&object_id=2918&object_type=faq&site_domain=welfare

反映しない 非論点

#REF!

3. 分析 3.2. 健康管理
支援

健診情報管理 変更なし 1 1 0350175 健診情報を登録、修正、削除、照会できること。
なお、修正、削除の対象は、加入者番号が付与されている健診データに限る。

健診情報を登録、修正、削除、照会できること。
なお、修正、削除の対象は、加入者番号が付与されている健診データに限る。

実装必須機能 被保護者の基本４情報が一致する場合においても、以下の2通りの場合
には、それぞれ以下の通り健診情報を修正する必要があることに留意した
上で、機能実装を行うこと。

①資格情報の公費負担者番号及び受給者番号と健診情報に紐付く公費
負担者番号及び受給者番号が一致しない場合
⇒基本４情報の突合により確実に本人情報であることを確認した後に、資
格情報の公費負担者番号及び受給者番号を正とし、健診情報に紐付く公
費負担者番号及び受給者番号を修正の上、健診情報を登録する。

②健康管理システムから福祉事務所システムへの連携時の連携項目と
して健診情報の公費負担者番号及び受給者番号が含まれていない場合
⇒ 基本４情報の突合により確実に本人情報であることを確認した後に、
資格情報の公費負担者番号及び受給者番号を健診情報に追加し、健診
情報を登録する。

【2.3版】
・PMOツールでの意見に基づき、要件の考え方・
理由に追記

令和8年4月1日

1 0350175 法研 誤記・整合性

PMOツール　ID「4039」にて
新規登録にて必要となる健診機関マスタの必要性について問
い合わせをしたところ、「健診機関情報のマスタをレセプト管理
システムで入手する機能は不要である。」との回答は理解い
たしました。

機能ID0350175「健診情報を登録」と明記されていますが、健
康管理システムから生活保護システム・レセプト管理システム
に連携されたデータが登録できるという解釈でレセプト管理シ
ステムで健診情報を新規登録する機能は不要という想定と認
識しました。

要件,IF確認 検討対象

（検討方針詳細案）
・ご認識のとおり、健康管理システムから生活保護システムおよびレセプト管理システムに健診情報が連携されます。
生活保護システムおよびレセプト管理システムは被保護者分の健診情報を抽出し、特定健診等データ収集システムに連携する運用となりますので、新規で健診
情報を登録することは想定しておりません。

反映しない 非論点

#REF!

3. 分析 3.2. 健康管理
支援

健診情報取込 変更なし 2 2 0350054 健診情報取込時に、被保護者情報と紐付けられること。 健診情報取込時に、被保護者情報と紐付けられること。 標準オプション機能 令和8年4月1日 2 0350054 富士通Japan 誤記・整合性 被保護者情報と紐付キーについて明記願います。 機能ID：0350157,0350158から判断し下記の通りかと思われますが、紐付け
の優先順は1)→2)の順でしょうか。
1)宛名番号
2)基本5情報（漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所）
ただし、健診情報のインプット情報（連携ID：019o018）には「漢字氏名」が無い
ため上記②での突合ができません。
正しいキーを確認させていただきたい。

修正後の要件文案
健診情報取込時に、宛名番号をキーとして被保護者情報と紐
付けられること。

実績なし 実装あり -

検討対象

（検討方針詳細案）
・特に紐づけの詳細を標準仕様書において指定する想定はありませんが、記載頂いたような紐づけも仕様の一つとしては想定しております。
・「漢字氏名」が無いことについては、電子的な標準様式第4期にて、健診機関から医療保険者（福祉事務所）へ連携される健診情報の中に、漢字氏名が含まれ
ていない（※）ことから、標準様式に沿ってシステム連携される場合においては、漢字氏名が含まれることはなく、基本4情報で突合する想定です。
（※）特定健診情報ファイル仕様説明書参照：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/xml_30799.html

反映しない 非論点

#REF!

3. 分析 3.2. 健康管理
支援

特定健診情報
管理機能

変更なし 1 1 0350177 被保護者の健診情報を特定健診等データ収集システム（社会保険診療報酬支
払基金所管）に対して、健診情報を登録・修正・削除するためのインターフェイス
ファイルを作成できること。

被保護者の健診情報を特定健診等データ収集システム（社会保険診療報酬支
払基金所管）に対して、健診情報を登録・修正・削除するためのインターフェイス
ファイルを作成できること。

実装必須機能 ・詳細は「医療扶助のオンライン資格確認の導入に関する福祉事務所向
け技術解説書」、
「2024年度以降に実施した特定健康診査・特定保健指導の電子的な標
準様式の仕様に関する資料」および「健康増進法に基づく健診情報の登
録に係る周知資料」を参照のこと。
・また、インターフェイスファイルの詳細については、令和6年1月25日発出
の社援発0125第1号における「福祉事務所等が社会保険診療報酬支払
基金に随時提出する被保護者の特定健康診査に相当する健康診査情報
等について」、令和6年1月25日発出の社援発0125第２号における「福祉

【2.1版】
・要件の考え方・理由を修正（誤記のため）
【2.3版】
・PMOツールでの意見に基づき、要件の考え方・
理由に追記

令和9年4月1日

1 350177 市川市 その他
健診情報内の連携必須項目がブランクであったとしても、特定
健診等データ収集システムに登録等が可能なインターフェイス
ファイルを作成できるようにしていただきたいです。

当市では富士通Japan株式会社さんのレセプトプラスを利用しており、今年度
実施した健診情報連携（NDB連携）におけるインターフェイスファイル作成で
は、レセプトプラスが提供している連携用csv出力ツールを利用しました。
今後出力ツールが修正される見通しである旨は伺っておりますが、今年度は
健診情報データのブランク等が「測定不能コード（NI)」入力に対応できなかった
ことで、インターフェイスファイル作成及びシステムへの登録で非常に苦慮しま
した。
そのため、標準仕様におきましても、「測定不能コード（NI)」入力対応を可能と
し、登録可能なファイルを作成できるする機能要件を実装必須としていただき

実績なし 実装なし 検討対象
・自治体独自のカスタマイズ要望と認識しました。
・標準仕様書上において、機能要件等の変更は行わない想定です。

反映しない 非論点

#REF!

3. 分析 3.2. 健康管理
支援

特定健診情報
管理機能

変更なし 1 1 0350177 被保護者の健診情報を特定健診等データ収集システム（社会保険診療報酬支
払基金所管）に対して、健診情報を登録・修正・削除するためのインターフェイス
ファイルを作成できること。

被保護者の健診情報を特定健診等データ収集システム（社会保険診療報酬支
払基金所管）に対して、健診情報を登録・修正・削除するためのインターフェイス
ファイルを作成できること。

実装必須機能 ・詳細は「医療扶助のオンライン資格確認の導入に関する福祉事務所向
け技術解説書」、
「2024年度以降に実施した特定健康診査・特定保健指導の電子的な標
準様式の仕様に関する資料」および「健康増進法に基づく健診情報の登
録に係る周知資料」を参照のこと。
・また、インターフェイスファイルの詳細については、令和6年1月25日発出
の社援発0125第1号における「福祉事務所等が社会保険診療報酬支払
基金に随時提出する被保護者の特定健康診査に相当する健康診査情報
等について」、令和6年1月25日発出の社援発0125第２号における「福祉
事務所等が社会保険診療報酬支払基金に提出する令和６年度以降に実
施した被保護者の特定健康診査に相当する健康診査の実施状況に関す
る結果について」を参照のこと
・インターフェイスファイルを作成する機能は、生活保護システムおよびレセ
プト管理システムにおいて実装区分を必須とする。自治体は運用の実情
に応じて、インターフェイスファイルの作成にあたり、生活保護システムもし
くはレセプト管理システムを用いるかを選択できるものとする。
・インターフェイスファイルとは、随時登録用データとNDB連携用データを指
している。

【2.1版】
・要件の考え方・理由を修正（誤記のため）
【2.3版】
・PMOツールでの意見に基づき、要件の考え方・
理由に追記

令和9年4月1日 1 0350177 富士通Japan 機能修正 「NDB連携ファイル」については、支払基金様の特定健診等
データ収集システムの仕様上、インターフェースファイル連携で
は登録済データを削除することができません。現状のままでは
要件に沿うことができませんので、要件を変更していただくか、
特定健診等データ収集システムを仕様変更していただくか、ご
検討願います。

現状では特定健診等データ収集システムの画面操作でのみ削除可能となっ
ており、インターフェイスファイル連携では対応不能となっています。
2025年度の実施時においても支払基金側で一括削除を行うなど対応した経
緯もあり、運用をスムーズにするためにも左記対応を検討下さい。

＜現状＞
NDB連携ファイルを差し替える場合は、直接自治体様が特定健
診等データ収集システムを操作して旧ファイルを削除をした後、
レセプト管理システムから新ファイルを連携しています。
＜改善案＞
支払基金様の特定健診等データ収集システムにつきまして、
「NDB連携ファイルを差し替える場合は、直接自治体様が「特定
健診・保健指導システム」を操作せずとも、後に連携したファイ
ルで上書きする」という仕様に変更いただけるようでしたら、レセ
プト管理システム側からのインターフェースファイル連携で上書
き（全消し・全入れ）が可能になると考えます。

実績なし 実装あり PMOツールでも同様のお
問い合わせをさせていた
だいていますが、ご回答い
ただけていない状況です
【PMO ID：4331】

検討対象

（検討方針詳細案）
・社会保険診療報酬支払基金に確認したところ、特定健診等データ収集システムの仕様変更予定はないとの回答を頂いております。
・また、社会保険診療報酬支払基金側が想定しているNDB連携ファイルの運用は、福祉事務所が特定健診等データ収集システムを用いて健診情報を基金へ直
接送信することと確認しました。
　よって、レセプト管理システム・生活保護システムにおいては、健診情報を登録・修正・削除するためのインターフェイスファイルを作成する機能だけを具備頂くこ
とを想定しております。
・NDB連携ファイルを差し替える場合の運用についてご説明します。
　NDB連携ファイル差し替えを行うにあたり、福祉事務所が特定健診等データ収集システムを直接操作して旧ファイルを削除します。その後にレセプト管理システ
ム・生活保護システムで作成したインターフェイスファイルを、福祉事務所が特定健診等データ収集システムを用いて支払基金に送信する運用となります。
・上記を踏まえて、要件の考え方・理由に以下を追記します。

■要件の考え方・理由
・本機能要件については、レセプト管理システム・生活保護システムにおいては、健診情報を登録・修正・削除するためのインターフェイスファイルを作成する機能
を想定している。
・NDB連携ファイルを差し替える場合の運用について、福祉事務所が特定健診等データ収集システムを直接操作して旧ファイルを削除する運用を想定している。
旧ファイルの削除後にレセプト管理システム・生活保護システムで作成したインターフェイスファイルを、福祉事務所が特定健診等データ収集システムを用いて支
払基金に送信する運用を想定している。

反映する 非論点

#REF!

3. 分析 3.2. 健康管理
支援

特定健診情報
管理機能

変更なし 2 2 0350178 被保護者の健診情報について、他福祉事務所が登録した健診情報の引継ぎ結
果ファイルの管理ができること。

被保護者の健診情報について、他福祉事務所が登録した健診情報の引継ぎ結
果ファイルの管理ができること。

実装必須機能 ・詳細は「医療扶助のオンライン資格確認の導入に関する福祉事務所向
け技術解説書」、
「2024年度以降に実施した特定健康診査・特定保健指導の電子的な標
準様式の仕様に関する資料」および「健康増進法に基づく健診情報の登
録に係る周知資料」を参照のこと。
・また、インターフェイスファイルの詳細については、令和6年1月25日発出
の社援発0125第1号における「福祉事務所等が社会保険診療報酬支払
基金に随時提出する被保護者の特定健康診査に相当する健康診査情報
等について」、令和6年1月25日発出の社援発0125第２号における「福祉
事務所等が社会保険診療報酬支払基金に提出する令和６年度以降に実
施した被保護者の特定健康診査に相当する健康診査の実施状況に関す
る結果について」を参照のこと
・福祉事務所間の引継ぎにおいて、インターフェイスファイルを取り込むた
めの機能は、生活保護システムおよびレセプト管理システムにおいて実
装区分を必須とする。自治体は運用の実情に応じて、インターフェイスファ
イルの取り込みにあたり、生活保護システムもしくはレセプト管理システム

【2.1版】
・要件の考え方・理由を修正（誤記のため）

令和9年4月1日 2 0350178 富士通Japan 誤記・整合性 引継ぎ結果ファイルの取得元およびレセプト管理システムへの
登録方法について明記願います。

引継ぎ結果ファイルのインプット情報は、特定健診等データ収集システムから
手動で取得し、手動でシステムに登録することを前提とした要件だと理解して
います。
（システムで自動連携、自動登録することは想定しておりません。）

修正後の要件文案
被保護者の健診情報について、他福祉事務所が登録した健診
情報の引継ぎ結果ファイル（特定健診等データ収集システムか
ら手動で取得）を取り込めること。

実績なし 実装あり -

検討対象

（検討方針詳細案）
・ご意見を踏まえて、以下の内容を機能要件の要件の考え方・理由に追記します。

■要件の考え方・理由
被保護者の健診情報について、他福祉事務所が登録した健診情報の引継ぎ結果ファイルを、特定健診等データ収集システムから取り込める機能として想定して
いる。取り込みについては、手動または自動のいずれかを想定している。

反映する 非論点

#REF!

3. 分析 3.3. 保健指導
情報の管理

保健指導情報
の取込

新規追加 1 0350182 保健指導情報を取り込めること。 実装必須機能 ・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

・情報の取り込みにあたっては、システム間の連携で取り込む方法だけで
なく、CSV等のデータを手作業で取り込む方法も想定している。

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日 1 0350182 富士通Japan 誤記・整合性 管理項目を明記願います。 健診情報を特定健診等データ収集システムへ健診情報を登録（機能ID：
0350186）するためのインターフェースファイルのインプット情報となります。登
録のために必須となる項目が不足していると、福祉事務所様にて補完作業が
発生し、正常な業務運用が困難かと思われます。（健診情報の登録と同問題
が発生することが予想されます。）

修正後の要件文案
管理項目は、機能別連携仕様（健康管理）に定めるとおりとす
る。

実績なし 実装なし -

検討対象
（検討方針詳細案）
・ご意見を踏まえて、要件の考え方・理由に以下の記載を追加します。
　「連携要件については、データ要件・連携要件の記載内容に準拠する想定である」

反映する 非論点

#REF!

3. 分析 3.3. 保健指導
情報の管理

保健指導情報
の取込

新規追加 1 0350182 保健指導情報を取り込めること。 実装必須機能 ・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

・情報の取り込みにあたっては、システム間の連携で取り込む方法だけで
なく、CSV等のデータを手作業で取り込む方法も想定している。

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日 1 0350182 富士通Japan 誤記・整合性 システム間連携だけでなく、手作業での取り込みも想定されて
いる場合は、その旨明記願います。

健診情報と同運用の想定であれば、健診情報の機能（（機能ID：0350193）と
要件を合わせた方がよいと思います。

修正後の要件文案
保健指導情報の取り込みにあたっては、システム間の連携で
取り込む方法だけでなく、CSV等のデータを手作業で取り込む
方法も想定している

実績なし 実装なし -

検討対象
（検討方針詳細案）
・ご意見を踏まえて、健診情報と同様に要件の考え方・理由に以下の内容を追記します。
「・保健指導情報の取り込みにあたっては、システム間の連携で取り込む方法だけでなく、CSV等のデータを手作業で取り込む方法も想定している。」

反映する 非論点

#REF!

3. 分析 3.3. 保健指導
情報の管理

保健指導情報
の取込

新規追加 1 0350182 保健指導情報を取り込めること。 実装必須機能 ・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

・情報の取り込みにあたっては、システム間の連携で取り込む方法だけで
なく、CSV等のデータを手作業で取り込む方法も想定している。

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日 1 0350182 富士通Japan 機能追加 「健康管理システムから保健指導情報を照会できること。」とい
う要件が別途必要かと思います。

健診情報と同運用の想定であれば、健診情報の機能（（機能ID：0350181）と
要件を合わせた方がよいと思います。

実績なし 実装なし -

検討対象

（検討方針詳細案）
・連携項目等のインターフェイスの仕様については、福祉事務所向けポータルサイトに掲載の「周知資料（第５版）」のp65に記載しているとおり、①特定健康診
査・特定保健指導の電子的な標準様式の仕様に関する資料（令和６年度以降実施分）、②スキーマファイル（インターフェイスファイルのチェックに利用する資料）
③差分表（①の中で、医療扶助の独自の差分を整理したもの）に示しているとおりとなる想定です。

・ご意見を踏まえて、要件の考え方・理由に以下の記載を追加します。
　「連携要件については、データ要件・連携要件の記載内容に準拠する想定である。インターフェイスの仕様については、福祉事務所向けポータルサイトに掲載の
「周知資料（第５版）」のp65に記載しているとおり、①特定健康診査・特定保健指導の電子的な標準様式の仕様に関する資料（令和６年度以降実施分）、②ス
キーマファイル（インターフェイスファイルのチェックに利用する資料）③差分表（①の中で、医療扶助の独自の差分を整理したもの）に示しているとおりとなる想定
である。」

反映する 非論点



並び順 大項目 中項目 機能名称
改定種別

（直前の版から改定
した項目の種別）

新機能名称枝番 旧機能名称枝番 新機能ID 旧機能ID 新機能要件 旧機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考（改版説明） 適合基準日

①機能名称
枝番

記入必須

②機能ID
記入必須

③質問自治体
名

記入必須

④意見のカ
テゴリ

記入必須

⑤ご意見等内容
記入必須

⑥ご意見等の理由・経緯
記入必須

⑦解釈案・代替案
（修正後の要件文案）

⑧過去意見照会
における意見実績

記入必須

⑨貴自治体における現
行システムでの実装有

無
記入必須

⑩意見根拠（法
令・通知等）

検討分類 検討方針詳細 標準仕様書への反映 検討会での論点化

#REF!

3. 分析 3.3. 保健指導
情報の管理

保健指導情報
の取込

新規追加 1 0350182 保健指導情報を取り込めること。 実装必須機能 ・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

・情報の取り込みにあたっては、システム間の連携で取り込む方法だけで
なく、CSV等のデータを手作業で取り込む方法も想定している。

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日 1 0350182 富士通Japan 誤記・整合性 適合基準日（令和9年4月1日）までに対応完了できない可能
性があります。その場合は、経過措置申請などが認められる
のでしょうか。

「参照すべき通知」をすべて確認してからの開発着手となりますため、２０２６
年度以降に着手を予定しております。

実績なし 実装なし -

検討対象
・経過措置申請については、実装必須機能のうち令和7年度末までに開発・実装することが時間的に困難な機能要件についてとなっております。
・厚生労働省が発出する通知を参照頂き、各事業者において開発を頂く想定です。

反映しない 非論点

#REF!

3. 分析 3.3. 保健指導
情報の管理

保健指導情報
の取込

新規追加 1 0350182 保健指導情報を取り込めること。 実装必須機能 ・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

・情報の取り込みにあたっては、システム間の連携で取り込む方法だけで
なく、CSV等のデータを手作業で取り込む方法も想定している。

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日

1 0350192 法研 誤記・整合性

「CSV等のデータ」とは基本データリストに定義されるか、ある
いは厚生労働省に定義されているXML形式になると認識して
います。明確なレイアウトを定義しないと自治体様で混乱を招
きます。
こちらの要件にも明確に記載してください。

要件確認 検討対象

（検討方針詳細案）
・保健指導情報については健康管理システムからの連携となる想定ですが、連携項目についてはデータ要件・連携要件、基本データリストのデータ項目において
定義する予定です。
　なお、定義する項目は福祉事務所向けポータルサイトに掲載の「周知資料（第５版）」のp65に記載しているとおり、①特定健康診査・特定保健指導の電子的な
標準様式の仕様に関する資料（令和６年度以降実施分）、②スキーマファイル（インターフェイスファイルのチェックに利用する資料）③差分表（①の中で、医療扶
助の独自の差分を整理したもの）に示しているとおりとなる想定です。

・ご意見を踏まえて、要件の考え方・理由に以下の記載を追加します。
「連携要件については、データ要件・連携要件の記載内容に準拠する想定である。定義する項目は福祉事務所向けポータルサイトに掲載の「周知資料（第５版）」
のp65に記載しているとおり、①特定健康診査・特定保健指導の電子的な標準様式の仕様に関する資料（令和６年度以降実施分）、②スキーマファイル（インター
フェイスファイルのチェックに利用する資料）③差分表（①の中で、医療扶助の独自の差分を整理したもの）に示しているとおりとなる想定である。」

反映する 非論点

#REF!

3. 分析 3.3. 保健指導
情報の管理

保健指導情報
の取込

新規追加 1 0350182 保健指導情報を取り込めること。 実装必須機能 ・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

・情報の取り込みにあたっては、システム間の連携で取り込む方法だけで
なく、CSV等のデータを手作業で取り込む方法も想定している。

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日

1 350182 横浜市 その他

当該機能はレセプト管理システムで管理すべき機能なのか、
保健指導情報についての詳細が提示されていない段階で実
装をすることに懸念があります。詳細が提示されてから進める
べきではないでしょうか。

詳細が定まってない中では実装しようがないため。 実績なし 実装なし 検討対象
・当機能要件などの保健指導情報の期の要件については、生活保護システム、レセプト管理システムのいずれにおいても実装する機能として整理しております。
自治体において、いずれのシステムを用いるかは選択できるものと整理しております。
・詳細については、今後発出する予定となっております。

反映しない 非論点

#REF!

3. 分析 3.3. 保健指導
情報の管理

保健指導情報
取込

新規追加 1 0350183 保健指導情報取込時に、被保護者情報と紐付けられること。 標準オプション機能 ・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日

1 0350183 世羅町 誤記・整合性 生活保護システム標準仕様書【2.3版】に記載なし。 【2.3版】 実績なし 実装なし
検討対象外（理由不
明確）

反映しない 非論点

#REF!

3. 分析 3.3. 保健指導
情報の管理

保健指導情報
取込

新規追加 1 0350183 保健指導情報取込時に、被保護者情報と紐付けられること。 標準オプション機能 ・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日 1 0350183 富士通Japan 誤記・整合性 ・被保護者情報と紐付キーについて明記願います。 機能ID：0350199,0350200かから判断し下記の通りかと思われますが、紐付
けの優先順は1)→2)の順でしょうか。
1)宛名番号
2)基本5情報（漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所）
ただし、保健指導情報のインプット情報（機能ID：0350193における管理項目）
に「漢字氏名」が無い場合は上記2)での突合ができません。

修正後の要件文案
保健指導情報取込時に、宛名番号をキーとして被保護者情報
と紐付けられること。

実績なし 実装なし -

検討対象

（検討方針詳細案）
・特に紐づけの詳細を標準仕様書において指定する想定はありませんが、記載頂いたような紐づけも仕様の一つとしては想定しております。
・「漢字氏名」が無いことについては、電子的な標準様式第4期にて、健診機関から医療保険者（福祉事務所）へ連携される健診情報の中に、漢字氏名が含まれ
ていない（※）ことから、標準様式に沿ってシステム連携される場合においては、漢字氏名が含まれることはなく、基本4情報で突合する想定です。
（※）特定健診情報ファイル仕様説明書参照：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/xml_30799.html

反映しない 非論点

#REF!

3. 分析 3.3. 保健指導
情報の管理

保健指導情報
取込

新規追加 1 0350183 保健指導情報取込時に、被保護者情報と紐付けられること。 標準オプション機能 ・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日

1 0350182 法研 誤記・整合性

保健指導データはどの業務（機能）から連携されるのでしょう
か？
健診データは標準システムの健康管理から、指導データは標
準システムのどこを想定しているのでしょうか？
保健指導データのレイアウト定義されていませんが、指導機関
から提供される厚労省で定義しているXML形式データを想定し
ているのでしょうか？
こちらの要件に明確に記載してください。

要件,IF確認 検討対象

（検討方針詳細案）
・保健指導情報については健康管理システムからの連携となる想定ですが、連携項目についてはデータ要件・連携要件、基本データリストのデータ項目において
定義する予定です。
　なお、インターフェイスの仕様については、福祉事務所向けポータルサイトに掲載の「周知資料（第５版）」のp65に記載しているとおり、①特定健康診査・特定保
健指導の電子的な標準様式の仕様に関する資料（令和６年度以降実施分）、②スキーマファイル（インターフェイスファイルのチェックに利用する資料）③差分表
（①の中で、医療扶助の独自の差分を整理したもの）にお示ししている通りする想定です。

・ご意見を踏まえて、要件の考え方・理由に以下の記載を追加します。
「連携要件については、データ要件・連携要件の記載内容に準拠する想定である。インターフェイスの仕様については、福祉事務所向けポータルサイトに掲載の
「周知資料（第５版）」のp65に記載しているとおり、①特定健康診査・特定保健指導の電子的な標準様式の仕様に関する資料（令和６年度以降実施分）、②ス
キーマファイル（インターフェイスファイルのチェックに利用する資料）③差分表（①の中で、医療扶助の独自の差分を整理したもの）に示している通りとする想定で
ある。」

反映する 非論点

#REF!

3. 分析 3.3. 保健指導
情報の管理

保健指導情報
紐付け処理

新規追加 2 0350184 加入者番号が付与されていない保健指導情報について、被保護者情報から手
動で紐づけられること。

標準オプション機能 ・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日

2 0350184 世羅町 誤記・整合性 生活保護システム標準仕様書【2.3版】に記載なし。 【2.3版】 実績なし 実装なし
検討対象外（理由不
明確）

反映しない 非論点

#REF!

3. 分析 3.3. 保健指導
情報の管理

保健指導情報
紐付け処理

新規追加 2 0350184 加入者番号が付与されていない保健指導情報について、被保護者情報から手
動で紐づけられること。

標準オプション機能 ・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日

0350184 法研 誤記・整合性
健診情報では基本4情報の突合による真正性の確保を求めら
れていますが、保健指導情報では必要ないのでしょうか。
必要であれば、要件に明記してください。

要件確認 検討対象

・保健指導情報に関する基本4情報を用いた突合については、機能ＩＤ：0350200、0350202において定義しております。

（参考）
■機能ＩＤ：0350200
保健指導情報の突合のための被保護者の基本5情報について、登録・修正・削除・照会が出来ること。
【管理項目】
・漢字氏名
・カナ氏名
・生年月日
・性別
・住所

反映しない 非論点

#REF!

3. 分析 3.3. 保健指導
情報の管理

保健指導情報
紐付け処理

新規追加 2 0350184 加入者番号が付与されていない保健指導情報について、被保護者情報から手
動で紐づけられること。

標準オプション機能 ・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日

2 350184 横浜市 その他
他の機能ID　0350055　0350165　0350175　0350193　にあ
る「加入者番号」とは具体的に何を指すのでしょうか。定義を明
確化していただきたいです。

自治体によって呼称が違うものもあることから、確認をさせていただきたいため。 実績なし 実装なし 検討対象
（検討方針詳細案）
・今後通知等の発出により、明確になることを想定しております。

反映しない 非論点

#REF!

3. 分析 3.3. 保健指導
情報の管理

保健指導情報
の管理

新規追加 1 0350185 保健指導情報を登録・削除・修正・照会できること。 実装必須機能 ・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日

1 0350185 世羅町 誤記・整合性 生活保護システム標準仕様書【2.3版】に記載なし。 【2.3版】 実績なし 実装なし
検討対象外（理由不
明確）

反映しない 非論点

#REF!

3. 分析 3.3. 保健指導
情報の管理

保健指導情報
の管理

新規追加 1 0350185 保健指導情報を登録・削除・修正・照会できること。 実装必須機能 ・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日

2 0350185 法研 機能修正

PMOツール　ID「4039」にて
新規登録にて必要となる健診機関マスタの必要性について問
い合わせをしたところ、「健診機関情報のマスタをレセプト管理
システムで入手する機能は不要である。」との回答は理解い
たしました。

機能ID0350175「健診情報を登録」と明記されていますが、健
康管理システムから生活保護システム・レセプト管理システム

要件確認 検討対象
（検討方針詳細案）
・生活保護システムおよびレセプト管理システムは被保護者分の保健指導情報を抽出し、特定健診等データ収集システムに連携する運用となりますので、新規
で保健指導情報を登録することは想定しておりません。

反映しない 非論点

#REF!

3. 分析 3.3. 保健指導
情報の管理

保健指導情報
の管理

新規追加 2 0350193 保健指導情報を登録、修正、削除、照会できること。
なお、修正、削除の対象は、加入者番号が付与されている保健指導情報データ
に限る。

実装必須機能 ・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日

2 0350193 世羅町 誤記・整合性 生活保護システム標準仕様書【2.3版】に記載なし。 【2.3版】 実績なし 実装なし
検討対象外（理由不
明確）

反映しない 非論点

#REF!

3. 分析 3.2. 健康管理
支援

健診情報取込 修正 1 1 0350193 0350053 健診情報を取り込めること。 健診情報を取り込めること。 実装必須機能 ・健診情報の取り込みにあたっては、システム間の連携で取り込む方法
だけでなく、CSV等のデータを手作業で取り込む方法も想定している。

【2.3版】
・機能要件間の整合性確保のため、実装区分を
変更（機能ID：0350181との整合性）

令和11年4月1日 1 0350193 富士通Japan 誤記・整合性 管理項目を明記願います。 健診情報を特定健診等データ収集システムへ健診情報を登録（機能ID：
0350177）するためのインターフェースファイルのインプット情報となります。登
録のために必須となる項目が不足しており、福祉事務所様にて補完するのに
ご苦労されている（補完できずに登録をあきらめている）状況と認識しておりま
す。

必須となる管理項目多数のため「機能別連携仕様（健康管理）
に定めるとおりとする。」などの記載があるとよいかと思います。

実績あり 実装あり -

検討対象
（検討方針詳細案）
・ご意見を踏まえて、当機能要件における健診情報の取り込み、および取り込む健診情報については機能別連携仕様に準ずる旨を要件の考え方・理由に追記し
ます。

反映する 非論点

#REF!

3. 分析 3.3. 保健指導
情報の管理

保健指導情報
の管理

新規追加 2 0350193 保健指導情報を登録、修正、削除、照会できること。
なお、修正、削除の対象は、加入者番号が付与されている保健指導情報データ
に限る。

実装必須機能 ・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日 2 0350193 富士通Japan 機能削除 機能ID：0350185と重複のため機能削除願います。 「なお、修正、削除の対象は、加入者番号が付与されている健診データに限
る。」の条件はつけるべきでないと考えます。誤って登録された健診データが、
加入者番号が付与されていない場合、修正も削除もできずに登録されたまま
残ってしまうこととなるため。

実績なし 実装なし -

検討対象

・ご指摘のとおり、機能ID：0350185、0350194の内容は重複しておりますので、機能ID：0350185の要件を削除いたします。

・機能ID：0350185
「保健指導情報を登録・削除・修正・照会できること。」
・機能ID：0350194
「保健指導情報を登録、修正、削除、照会できること。
なお、修正、削除の対象は、加入者番号が付与されている保健指導情報データに限る。」

反映する 非論点



並び順 大項目 中項目 機能名称
改定種別

（直前の版から改定
した項目の種別）

新機能名称枝番 旧機能名称枝番 新機能ID 旧機能ID 新機能要件 旧機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考（改版説明） 適合基準日

①機能名称
枝番

記入必須

②機能ID
記入必須

③質問自治体
名

記入必須

④意見のカ
テゴリ

記入必須

⑤ご意見等内容
記入必須

⑥ご意見等の理由・経緯
記入必須

⑦解釈案・代替案
（修正後の要件文案）

⑧過去意見照会
における意見実績

記入必須

⑨貴自治体における現
行システムでの実装有

無
記入必須

⑩意見根拠（法
令・通知等）

検討分類 検討方針詳細 標準仕様書への反映 検討会での論点化

#REF!

3. 分析 3.2. 健康管理
支援

健診情報取込 修正 1 1 0350193 0350053 健診情報を取り込めること。 健診情報を取り込めること。 実装必須機能 ・健診情報の取り込みにあたっては、システム間の連携で取り込む方法
だけでなく、CSV等のデータを手作業で取り込む方法も想定している。

【2.3版】
・機能要件間の整合性確保のため、実装区分を
変更（機能ID：0350181との整合性）

令和11年4月1日

1 0350193 法研 誤記・整合性

「システム間の連携」とは、基本データリスト（019o018）に定
義されているものと認識しています。それとは異なり、「CSV等
のデータ」とは基本データリストに定義されるか、あるいは厚生
労働省に定義されているXML形式になると認識しています。明
確なレイアウトを定義しないと自治体様で混乱を招きます。
こちらの要件にも明確に記載してください。

要件,IF確認 検討対象

・ご認識のとおり、システム間の連携は健康管理システムの機能別連携仕様の連携ID:019o018に定義された項目となります。
　CSVデータについても、健康管理システムの機能別連携仕様の連携ID:019o018に定義された項目を想定しております。
　以下の内容を、要件の考え方・理由に追記します。
■要件の考え方・理由
「CSVデータの取り込みについては、健康管理システムの機能別連携仕様の連携ID:019o018に定義された項目を想定している。」

反映する 非論点

#REF!

3. 分析 3.3. 保健指導
情報の管理

保健指導情報
の管理

新規追加 3 0350194 以下の情報をシステム上の画面で確認できること。
・保健指導情報一覧
・保健指導対象者一覧

標準オプション機能 ・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日

3 0350194 世羅町 誤記・整合性 生活保護システム標準仕様書【2.3版】に記載なし。 【2.3版】 実績なし 実装なし
検討対象外（理由不
明確）

反映しない 非論点

#REF!

3. 分析 3.3. 保健指導
情報の管理

保健指導情報
の管理

新規追加 3 0350194 以下の情報をシステム上の画面で確認できること。
・保健指導情報一覧
・保健指導対象者一覧

標準オプション機能 ・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日

3 0350194 法研 誤記・整合性

①「保健指導情報一覧」とは、レセプト管理システムに取り込
んだ保健指導情報を一覧化したものと理解しました。一方で
「保健指導対象者一覧」とありますが、保健指導対象者とは基
本データリストに定義され、他の標準準拠システムから連携さ
れる想定でしょうか？あるいは、レセプト管理システムで保健
指導対象者を抽出すると言うことでしょうか？
こちらの要件に明確に記載してください。

②保健指導情報の管理に関する他の機能（保健指導の対象
者の選定など）が必要になるのではないかと考えますが、この
機能はレセプト管理システムで実装する想定でしょうか？
こちらの要件に明確に記載してください。

要件確認 検討対象

（検討方針詳細案）
①について
・保健指導対象者一覧とは、健康管理システムから受け取った保健指導情報のうち被保護者分の情報を想定しております。
・要件の考え方・理由に以下を追記します。
■要件の考え方・理由
「保健指導情報とは、健康管理システムから取り込んだ保健指導情報を想定している。
　また、保健指導対象者一覧とは、上記の健康管理システムから取り込んだ保健指導情報のうち、被保護者に関する情報を想定している。」

②について
・健康管理システムの標準仕様書の機能ID：0190056において、「生活保護受給者の健康診査情報のみを抽出して連携できること」とあるため、生活保護システ
ム及びレセプト管理システムにおいて、被保護者に関する情報以外が管理されることはない認識です。
そのため、各システムおいて、被保護者情報の抽出に係る機能の追加は不要となる想定です。

反映する 非論点

#REF!

3. 分析 3.3. 保健指導
情報の管理

保健指導情報
の管理

新規追加 4 0350186 特定健診等データ収集システム（社会保険診療報酬支払基金所管）に対して、
被保護者の保健指導情報を登録・修正・削除するためのインターフェイスファイル
を作成できること。

実装必須機能 ・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

・インターフェイスファイルの詳細について、参照すべき通知は今後改正の
上、通知発出を想定している。
　なお、現時点では「健康増進法に基づく健診情報等の登録に関する周
知資料」の保健指導情報のデータ連携部分を参照すること。
・インターフェースファイルを作成する機能は、生活保護システムおよびレ
セプト管理システムにおいて実装区分を必須とする。自治体は運用の実
情に応じて、インターフェースファイルの作成にあたり、生活保護システム

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日

4 0350186 世羅町 誤記・整合性 生活保護システム標準仕様書【2.3版】に記載なし。 【2.3版】 実績なし 実装なし
検討対象外（理由不
明確）

反映しない 非論点

#REF!

3. 分析 3.3. 保健指導
情報の管理

保健指導情報
の管理

新規追加 4 0350186 特定健診等データ収集システム（社会保険診療報酬支払基金所管）に対して、
被保護者の保健指導情報を登録・修正・削除するためのインターフェイスファイル
を作成できること。

実装必須機能 ・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

・インターフェイスファイルの詳細について、参照すべき通知は今後改正の
上、通知発出を想定している。
　なお、現時点では「健康増進法に基づく健診情報等の登録に関する周
知資料」の保健指導情報のデータ連携部分を参照すること。
・インターフェースファイルを作成する機能は、生活保護システムおよびレ

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日

4 350186 市川市 その他
保健指導情報内の連携必須項目がブランクであったとしても、
特定健診等データ収集システムに登録等が可能なインター
フェイスファイルを作成できるようにしていただきたいです。

当市では富士通Japan株式会社さんのレセプトプラスを利用しており、今年度
実施した健診情報連携（NDB連携）におけるインターフェイスファイル作成で
は、レセプトプラスが提供している連携用csv出力ツールを利用しました。
おそらく保健指導情報の連携におきましても、同様の出力ツールが作成・提供
されるのではないかと現状予想しておりますが、今年度実施した健診情報の
インターフェイスファイル作成では、健診情報データのブランク等が「測定不能
コード（NI)」入力に対応できなかったことで、ファイル作成及びシステムへの登
録で非常に苦慮しました。
そのため、保健指導情報の連携にかかる標準仕様におきましても、「測定不
能コード（NI)」入力対応を可能とし、登録可能なファイルを作成できる機能要件
を実装必須としていただきたいです。

実績なし 実装なし 検討対象
・自治体独自のカスタマイズ要望と認識しました。
・標準仕様書上において、機能要件等の変更は行わない想定です。

反映しない 非論点

#REF!

3. 分析 3.3. 保健指導
情報の管理

保健指導情報
の管理

新規追加 5 0350197 被保護者の保健指導情報について、他福祉事務所が登録した保険指導情報の
引継ぎ結果ファイルの管理ができること。

実装必須機能 ・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

・インターフェイスファイルの詳細について、参照すべき通知は今後改正の
上、通知発出を想定している。
　なお、現時点では「健康増進法に基づく健診情報等の登録に関する周
知資料」の保健指導情報のデータ連携部分を参照すること。
・インターフェースファイルを作成する機能は、生活保護システムおよびレ
セプト管理システムにおいて実装区分を必須とする。自治体は運用の実
情に応じて、インターフェースファイルの作成にあたり、生活保護システム
もしくはレセプト管理システムを用いるかを選択できるものとする。

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日

5 0350197 世羅町 誤記・整合性 生活保護システム標準仕様書【2.3版】に記載なし。 【2.3版】 実績なし 実装なし
検討対象外（理由不
明確）

反映しない 非論点

#REF!

3. 分析 3.3. 保健指導
情報の管理

保健指導情報
の管理

新規追加 5 0350197 被保護者の保健指導情報について、他福祉事務所が登録した保険指導情報の
引継ぎ結果ファイルの管理ができること。

実装必須機能 ・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

・インターフェイスファイルの詳細について、参照すべき通知は今後改正の
上、通知発出を想定している。
　なお、現時点では「健康増進法に基づく健診情報等の登録に関する周
知資料」の保健指導情報のデータ連携部分を参照すること。
・インターフェースファイルを作成する機能は、生活保護システムおよびレ
セプト管理システムにおいて実装区分を必須とする。自治体は運用の実
情に応じて、インターフェースファイルの作成にあたり、生活保護システム
もしくはレセプト管理システムを用いるかを選択できるものとする。

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日 5 0350197 富士通Japan 誤記・整合性 引継ぎ結果ファイルの取得元およびレセプト管理システムへの
登録方法について明記願います。

引継ぎ結果ファイルのインプット情報は、特定健診等データ収集システムから
手動で取得し、手動でシステムに登録することを前提とした要件だと理解して
います。
（システムで自動連携、自動登録することは想定しておりません。）

修正後の要件文案
被保護者の保健指導情報について、他福祉事務所が登録した
健診情報の引継ぎ結果ファイル（特定健診等データ収集システ
ムから手動で取得）を取り込めること。

実績なし 実装なし -

検討対象

（検討方針詳細案）
・当機能要件「被保護者の保健指導情報について、他福祉事務所が登録した保険指導情報の引継ぎ結果ファイルの管理ができること。」は保健指導情報の連
携について不要な機能要件であると改めて整理しました。
・当機能要件は削除する想定です。

反映する 非論点

#REF!

3. 分析 3.3. 保健指導
情報の管理

保健指導情報
の管理

新規追加 5 0350197 被保護者の保健指導情報について、他福祉事務所が登録した保険指導情報の
引継ぎ結果ファイルの管理ができること。

実装必須機能 ・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

・インターフェイスファイルの詳細について、参照すべき通知は今後改正の
上、通知発出を想定している。
　なお、現時点では「健康増進法に基づく健診情報等の登録に関する周
知資料」の保健指導情報のデータ連携部分を参照すること。
・インターフェースファイルを作成する機能は、生活保護システムおよびレ
セプト管理システムにおいて実装区分を必須とする。自治体は運用の実
情に応じて、インターフェースファイルの作成にあたり、生活保護システム
もしくはレセプト管理システムを用いるかを選択できるものとする。

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日

5 0350197 法研 誤記・整合性

①「他福祉事務所が登録した保険指導情報の引継ぎ結果ファ
イル」とは、支払基金の「特定健診・保健指導システム」の健
診ダウンロード機能にてダウンロードされた健診データだと想
定します。
同システムの保険者用機能でも保健指導データのダウンロー
ドはできないと思っていましたが、福祉事務所用には実装され
るのでしょうか？
こちらの要件に明確に記載してください。

②「0350197」、「0350198」は別々のIFなのでしょうか？

要件,IF確認 検討対象

（検討方針詳細案）
①について
・機能要件0350197「被保護者の保健指導情報について、他福祉事務所が登録した保険指導情報の引継ぎ結果ファイルの管理ができること。」は保健指導情報
の連携について不要な機能要件であると改めて整理しました。
・当機能要件は削除する想定です。

反映する 非論点

#REF!

3. 分析 3.3. 保健指導
情報の管理

保健指導情報
の管理

新規追加 6 0350198 被保護者の保健指導情報について、特定健診等データ収集システム（社会保
険診療報酬支払基金所管）から提供されたインターフェイスファイルを取り込み、
福祉事務所においてエラー状況等を管理できること。

標準オプション機能 ・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

・インターフェイスファイルの詳細について、参照すべき通知は今後改正の
上、通知発出を想定している。
　なお、現時点では「健康増進法に基づく健診情報等の登録に関する周
知資料」の保健指導情報のデータ連携部分を参照すること。
・インターフェースファイルを作成する機能は、生活保護システムおよびレ
セプト管理システムにおいて実装区分を必須とする。自治体は運用の実
情に応じて、インターフェースファイルの作成にあたり、生活保護システム
もしくはレセプト管理システムを用いるかを選択できるものとする。

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日

6 0350198 世羅町 誤記・整合性 生活保護システム標準仕様書【2.3版】に記載なし。 【2.3版】 実績なし 実装なし
検討対象外（理由不
明確）

反映しない 非論点

#REF!

3. 分析 3.3. 保健指導
情報の管理

保健指導情報
の管理

新規追加 6 0350198 被保護者の保健指導情報について、特定健診等データ収集システム（社会保
険診療報酬支払基金所管）から提供されたインターフェイスファイルを取り込み、
福祉事務所においてエラー状況等を管理できること。

標準オプション機能 ・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

・インターフェイスファイルの詳細について、参照すべき通知は今後改正の
上、通知発出を想定している。
　なお、現時点では「健康増進法に基づく健診情報等の登録に関する周
知資料」の保健指導情報のデータ連携部分を参照すること。
・インターフェースファイルを作成する機能は、生活保護システムおよびレ
セプト管理システムにおいて実装区分を必須とする。自治体は運用の実
情に応じて、インターフェースファイルの作成にあたり、生活保護システム
もしくはレセプト管理システムを用いるかを選択できるものとする。

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日

6 0350198 法研 誤記・整合性

①「他福祉事務所が登録した保険指導情報の引継ぎ結果ファ
イル」とは、支払基金の「特定健診・保健指導システム」の健
診ダウンロード機能にてダウンロードされた健診データだと想
定します。
同システムの保険者用機能でも保健指導データのダウンロー
ドはできないと思っていましたが、福祉事務所用には実装され
るのでしょうか？
こちらの要件に明確に記載してください。

②「0350197」、「0350198」は別々のIFなのでしょうか？

要件確認 検討対象

（検討方針詳細案）
①について
・機能要件0350197「被保護者の保健指導情報について、他福祉事務所が登録した保険指導情報の引継ぎ結果ファイルの管理ができること。」は保健指導情報
の連携について不要な機能要件であると改めて整理しました。
・上記0350197の機能要件は削除する想定です。

反映する 非論点

#REF!

4. 共通・その他 4.1. マスタ管理 マスタ・データ
管理機能

変更なし 1 1 0350157 健診情報の突合のための被保護者の宛名番号について、登録・修正・削除・照
会が出来ること。

健診情報の突合のための被保護者の宛名番号について、登録・修正・削除・照
会が出来ること。

実装必須機能 ・宛名番号をキーとして基本4情報を用いた、健診情報の真正性確保のた
めの突合に用いること。

令和9年4月1日 1 0350157 富士通Japan 機能削除 修正・削除の要件を削除願います。 レセプト管理システムにおいて、被保護者情報は、生活保護システムから連
携（月次で全件連携）される「被保護者情報（連携ID：021o013）」をマスタ情報
として管理しております。
上記の背景をふまえ、宛名番号の管理元は連携元の生活保護システムであ
り、レセプト管理システムにおいては修正・削除すべきではないと考えます。
仮に、レセプト管理システムにおいて修正・削除したとしても、「被保護者情報
連携ID：021o013）」の連携により上書きされるため、レセプト管理システムに
おける更新情報は維持されません。更新した内容が元に戻ってしまうなど、自
治体ご担当者様が混乱される元となります。

実績なし 実装なし -

検討対象

（検討方針詳細案）
・ご意見を踏まえて、以下の内容を機能要件の要件の考え方・理由に追記します。
　なお、当機能要件はオンライン資格確認および健診情報の登録に必要な機能であるため、生活保護システムおよびレセプト管理システムの双方に規定する必
要がある機能要件となっております。

■要件の考え方・理由
・被保護者の宛名番号については、生活保護システム、住民記録システムから連携されていることが一般的である。
・生活保護システム、もしくは住民記録システムから受け取った宛名番号をレセプト管理システムに登録した際に、宛名番号の修正が必要な場合は、生活保護
システム、もしくは住民記録システム側で宛名番号を修正した上で、再度レセプト管理システムに被保護者の宛名番号を連携し登録しなおす運用を想定してい
る。

反映する 非論点

#REF!

4. 共通・その他 4.1. マスタ管理 マスタ・データ
管理機能

変更なし 2 2 0350158 健診情報の突合のための被保護者の基本5情報について、登録・修正・削除・
照会が出来ること。
【管理項目】
・漢字氏名
・カナ氏名
・生年月日
・性別
・住所

健診情報の突合のための被保護者の基本5情報について、登録・修正・削除・
照会が出来ること。
【管理項目】
・漢字氏名
・カナ氏名
・生年月日
・性別
・住所

実装必須機能 ・宛名番号をキーとして基本4情報を用いた、健診情報の真正性確保のた
めの突合に用いること。

令和9年4月1日 2 0350158 富士通Japan 機能削除 修正・削除の要件を削除願います。 レセプト管理システムにおいて、被保護者情報は、生活保護システムから連
携される「被保護者情報（連携ID：021o013）」をマスタ情報として管理しており
ます。
上記の背景をふまえ、基本5情報の管理元は連携元の生活保護システムで
あり、レセプト管理システムにおいては修正・削除すべきではないと考えます。
仮に、レセプト管理システムにおいて修正・削除したとしても、「被保護者情報
連携ID：021o013）」の連携（月次で全件連携）により上書きされるため、レセプ
ト管理システムにおける更新情報は維持されません。更新した内容が元に
戻ってしまうなど、自治体ご担当者様が混乱される元となります。

実績なし 実装なし -

検討対象

（検討方針詳細案）
・ご意見を踏まえて、以下の内容を機能要件の要件の考え方・理由に追記します。
　なお、当機能要件はオンライン資格確認および健診情報の登録に必要な機能であるため、生活保護システムおよびレセプト管理システムの双方に規定する必
要がある機能要件となっております。

■要件の考え方・理由
・被保護者の基本5情報については、生活保護システム、住民記録システムから連携されていることが一般的である。
・生活保護システム、もしくは住民記録システムから受け取った被保護者の基本5情報をレセプト管理システムに登録した際に、被保護者の基本5情報の修正が
必要な場合は、生活保護システム、もしくは住民記録システム側で被保護者の基本5情報を修正した上で、再度レセプト管理システムに被保護者の基本5情報
を連携し登録しなおす運用を想定している。

反映する 非論点

#REF!

4. 共通・その他 4.1. マスタ管理 マスタ・データ
管理機能

変更なし 2 2 0350158 健診情報の突合のための被保護者の基本5情報について、登録・修正・削除・
照会が出来ること。
【管理項目】
・漢字氏名
・カナ氏名
・生年月日
・性別
・住所

健診情報の突合のための被保護者の基本5情報について、登録・修正・削除・
照会が出来ること。
【管理項目】
・漢字氏名
・カナ氏名
・生年月日
・性別
・住所

実装必須機能 ・宛名番号をキーとして基本4情報を用いた、健診情報の真正性確保のた
めの突合に用いること。

令和9年4月1日 2 0350158 富士通Japan 機能削除 管理項目から「漢字氏名」の削除をご検討ください。 健診情報のインプット情報（連携ID：019o018）に「漢字氏名」が無いため基本5
情報での突合はできません。

実績なし 実装なし -

検討対象

（検討方針詳細案）
・電子的な標準様式第4期にて、健診機関から医療保険者（福祉事務所）へ連携される健診情報の中に、漢字氏名が含まれていない（※）ことから、標準様式に
沿ってシステム連携される場合においては、漢字氏名が含まれることはなく、基本4情報で突合する想定です。
（※）特定健診情報ファイル仕様説明書参照：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/xml_30799.html

反映しない 非論点

#REF!

4. 共通・その他 4.1. マスタ管理 マスタ・データ
管理機能

新規追加 3 0350199 保健指導情報の突合のための被保護者の宛名番号について、登録・修正・削
除・照会が出来ること。

実装必須機能 ・宛名番号をキーとして基本4情報を用いた、保健指導情報の真正性確保
のための突合に用いること。
・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日 3 0350199 富士通Japan 機能削除 修正・削除の要件を削除願います。 レセプト管理システムにおいて、被保護者情報は、生活保護システムから連
携（月次で全件連携）される「被保護者情報（連携ID：021o013）」をマスタ情報
として管理しております。
上記の背景をふまえ、宛名番号の管理元は連携元の生活保護システムであ
り、レセプト管理システムにおいては修正・削除すべきではないと考えます。
仮に、レセプト管理システムにおいて修正・削除したとしても、「被保護者情報
連携ID：021o013）」の連携により上書きされるため、レセプト管理システムに
おける更新情報は維持されません。更新した内容が元に戻ってしまうなど、自
治体ご担当者様が混乱される元となります。

実績なし 実装なし -

検討対象

（検討方針詳細案）
・ご意見を踏まえて、以下の内容を機能要件の要件の考え方・理由に追記します。
　なお、当機能要件はオンライン資格確認および健診情報の登録に必要な機能であるため、生活保護システムおよびレセプト管理システムの双方に規定する必
要がある機能要件となっております。

■要件の考え方・理由
・被保護者の宛名番号については、生活保護システム、住民記録システムから連携されていることが一般的である。
・生活保護システム、もしくは住民記録システムから受け取った宛名番号をレセプト管理システムに登録した際に、宛名番号の修正が必要な場合は、生活保護
システム、もしくは住民記録システム側で宛名番号を修正した上で、再度レセプト管理システムに被保護者の宛名番号を連携し登録しなおす運用を想定してい
る。

反映する 非論点



並び順 大項目 中項目 機能名称
改定種別

（直前の版から改定
した項目の種別）

新機能名称枝番 旧機能名称枝番 新機能ID 旧機能ID 新機能要件 旧機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考（改版説明） 適合基準日

①機能名称
枝番

記入必須

②機能ID
記入必須

③質問自治体
名

記入必須

④意見のカ
テゴリ

記入必須

⑤ご意見等内容
記入必須

⑥ご意見等の理由・経緯
記入必須

⑦解釈案・代替案
（修正後の要件文案）

⑧過去意見照会
における意見実績

記入必須

⑨貴自治体における現
行システムでの実装有

無
記入必須

⑩意見根拠（法
令・通知等）

検討分類 検討方針詳細 標準仕様書への反映 検討会での論点化

#REF!

4. 共通・その他 4.1. マスタ管理 マスタ・データ
管理機能

新規追加 3 0350199 保健指導情報の突合のための被保護者の宛名番号について、登録・修正・削
除・照会が出来ること。

実装必須機能 ・宛名番号をキーとして基本4情報を用いた、保健指導情報の真正性確保
のための突合に用いること。
・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日

3 0350199 法研 誤記・整合性

以前、ID「0350157」でお伝えしたかと思いますが、レセプト管
理システムでの「宛名番号」の発番機能はありません。
レセプト管理システムで宛名番号（人の情報）は生活保護シス
テムより基本データリストで連携してもらう内容になります。
したがって、レセプト管理システムで「宛名番号について、登
録・修正・削除」はできません。照会は可能です。
機能の修正をお願いします。

要件,IF確認 検討対象

（検討方針詳細案）
・ご意見を踏まえて、宛名番号に関する生活保護システムとレセプト管理システムの関係について、生活保護システムで発番を行う、生活保護システムもしくは
団体内統合宛名番号管理機能から連携を受けることが一般的であると認識しました。
・当機能要件は生活保護システムとの横並びの機能要件となっておりますので、機能要件の要件の考え方・理由に以下を追記します。
　なお、健診情報の機能要件　機能ID:0350157についても同様の記載を要件の要件の考え方・理由に追記します。
■要件の考え方・理由
「レセプト管理システムにおいて宛名番号の発番を行わない場合は、生活保護システムから受け取った宛名番号を照会して、保健指導情報の突合を行う運用も
想定している。」

反映する 非論点

#REF!

4. 共通・その他 4.1. マスタ管理 マスタ・データ
管理機能

新規追加 3 0350199 保健指導情報の突合のための被保護者の宛名番号について、登録・修正・削
除・照会が出来ること。

実装必須機能 ・宛名番号をキーとして基本4情報を用いた、保健指導情報の真正性確保
のための突合に用いること。
・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日

3 350199 横浜市 その他

現在、本市で利用しているレセプト管理システムでは、公費負
担者番号および公費受給者番号を用いてレセプトと被保護者
情報を突合しており、宛名番号は保持していませんが、保健
指導情報の突合においては宛名番号を保持し、使用する運用
となる想定でしょうか。運用方針を明確にしていただきたいで
す。

本市が現行利用しているレセプト管理システムには宛名番号を保持する機能
はなく、標準準拠システムへの移行に際して確認や運用面の検討が必要とな
るため。

実績なし 実装なし 検討分類

（検討方針詳細案）
・ご意見を踏まえて、以下の内容を機能要件の要件の考え方・理由に追記します。
　なお、当機能要件はオンライン資格確認および健診情報の登録に必要な機能であるため、生活保護システムおよびレセプト管理システムの双方に規定する必
要がある機能要件となっております。

■要件の考え方・理由
・被保護者の宛名番号については、生活保護システム、住民記録システムから連携されていることが一般的である。
・生活保護システム、もしくは住民記録システムから受け取った宛名番号をレセプト管理システムに登録した際に、宛名番号の修正が必要な場合は、生活保護
システム、もしくは住民記録システム側で宛名番号を修正した上で、再度レセプト管理システムに被保護者の宛名番号を連携し登録しなおす運用を想定してい
る。

反映する 非論点

#REF!

4. 共通・その他 4.1. マスタ管理 マスタ・データ
管理機能

新規追加 4 0350200 保健指導情報の突合のための被保護者の基本5情報について、登録・修正・削
除・照会が出来ること。
【管理項目】
・漢字氏名
・カナ氏名
・生年月日
・性別
・住所

実装必須機能 ・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日 4 0350200 富士通Japan 機能削除 修正・削除の要件を削除願います。 レセプト管理システムにおいて、被保護者情報は、生活保護システムから連
携（月次で全件連携）される「被保護者情報（連携ID：021o013）」をマスタ情報
として管理しております。
上記の背景をふまえ、基本5情報の管理元は連携元の生活保護システムで
あり、レセプト管理システムにおいては修正・削除すべきではないと考えます。
仮に、レセプト管理システムにおいて修正・削除したとしても、「被保護者情報
連携ID：021o013）」の連携により上書きされるため、レセプト管理システムに
おける更新情報は維持されません。更新した内容が元に戻ってしまうなど、自
治体ご担当者様が混乱される元となります。

実績なし 実装なし -

検討対象

（検討方針詳細案）
・ご意見を踏まえて、以下の内容を機能要件の要件の考え方・理由に追記します。
　なお、当機能要件はオンライン資格確認および健診情報の登録に必要な機能であるため、生活保護システムおよびレセプト管理システムの双方に規定する必
要がある機能要件となっております。

■要件の考え方・理由
・被保護者の基本5情報については、生活保護システム、住民記録システムから連携されていることが一般的である。
・生活保護システム、もしくは住民記録システムから受け取った被保護者の基本5情報をレセプト管理システムに登録した際に、被保護者の基本5情報の修正が
必要な場合は、生活保護システム、もしくは住民記録システム側で被保護者の基本5情報を修正した上で、再度レセプト管理システムに被保護者の基本5情報
を連携し登録しなおす運用を想定している。

反映する 非論点

#REF!

4. 共通・その他 4.1. マスタ管理 マスタ・データ
管理機能

新規追加 4 0350200 保健指導情報の突合のための被保護者の基本5情報について、登録・修正・削
除・照会が出来ること。
【管理項目】
・漢字氏名
・カナ氏名
・生年月日
・性別
・住所

実装必須機能 ・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日 4 0350200 富士通Japan 機能削除 管理項目から「漢字氏名」の削除をご検討ください。 保健指導情報のインプット情報に「漢字氏名」が無い場合は基本5情報での突
合はできません。

実績なし 実装なし -

検討対象

（検討方針詳細案）
・特に紐づけの詳細を標準仕様書において指定する想定はありませんが、記載頂いたような紐づけも仕様の一つとしては想定しております。
・「漢字氏名」が無いことについては、電子的な標準様式第4期にて、健診機関から医療保険者（福祉事務所）へ連携される健診情報の中に、漢字氏名が含まれ
ていない（※）ことから、標準様式に沿ってシステム連携される場合においては、漢字氏名が含まれることはなく、基本4情報で突合する想定です。
（※）特定健診情報ファイル仕様説明書参照：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/xml_30799.html

反映しない 非論点

#REF!

4. 共通・その他 4.1. マスタ管理 マスタ・データ
管理機能

新規追加 4 0350200 保健指導情報の突合のための被保護者の基本5情報について、登録・修正・削
除・照会が出来ること。
【管理項目】
・漢字氏名
・カナ氏名
・生年月日
・性別
・住所

実装必須機能 ・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日

4 0350200 法研 誤記・整合性

被保護者の基本4情報ではなく、被保護者の基本5情報で相
違ないでしょうか？
ID「0350158」の要件の考え方・理由には基本4情報と明記さ
れています。

要件,IF確認 検討対象

（検討方針詳細案）
・特に紐づけの詳細を標準仕様書において指定する想定はありませんが、記載頂いたような紐づけも仕様の一つとしては想定しております。
・「漢字氏名」が無いことについては、電子的な標準様式第4期にて、健診機関から医療保険者（福祉事務所）へ連携される健診情報の中に、漢字氏名が含まれ
ていない（※）ことから、標準様式に沿ってシステム連携される場合においては、漢字氏名が含まれることはなく、基本4情報で突合する想定です。
（※）特定健診情報ファイル仕様説明書参照：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/xml_30799.html

反映しない 非論点

#REF!

4. 共通・その他 4.1. マスタ管理 マスタ・データ
管理機能

新規追加 4 0350200 保健指導情報の突合のための被保護者の基本5情報について、登録・修正・削
除・照会が出来ること。
【管理項目】
・漢字氏名
・カナ氏名
・生年月日
・性別
・住所

実装必須機能 ・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日

4 350200 横浜市 誤記・整合性

機能ID0350199の「要件の考え方・理由」欄には、「基本4情
報」を使用すると記載されていますが、ID0350200では「基本5
情報」と記載されています。両者の整合性を確保する必要があ
るのではないでしょうか。

要件によって「基本４情報」「基本５情報」など統一性がないことに違和感があ
るため。統一性がないのであれば「基本〇情報」とは記載せず、管理項目にと
どめた方がよいかと思われるため。

実績なし 実装なし 検討対象

（検討方針詳細案）
・基本5情報、基本4情報の差異については「漢字氏名」が無いことが差異になります。
　基本5情報、基本4情報については管理項目として明記しております。
・また、「漢字氏名」が無いことについては、電子的な標準様式第4期にて、健診機関から医療保険者（福祉事務所）へ連携される健診情報の中に、漢字氏名が
含まれていない（※）ことから、標準様式に沿ってシステム連携される場合においては、漢字氏名が含まれることはなく、基本4情報で突合する想定です。
（※）特定健診情報ファイル仕様説明書参照：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/xml_30799.html

反映しない 非論点

#REF!

4. 共通・その他 4.4. データ検索 被保護者情報
検索

変更なし 2 2 0350079 以下の情報をシステム上の画面で確認できること。
・レセプト検索結果一覧

以下の情報をシステム上の画面で確認できること。
・レセプト検索結果一覧

標準オプション機能 令和8年4月1日

2 350079 市川市 実装区分変更
機能要件より、レセプトを検索・表示するための機能そのもの
であると捉えたのですが、それが実装必須ではなくオプション
になってしまうのでしょうか。

左記の通りです。回答票【その他】もご参照ください。 実績なし 実装あり 検討対象
・ご認識のとおりレセプト検索結果の表示機能です。
・過去の意見照会の結果を踏まえて実装区分を決定しております。

反映しない 非論点

#REF!

4. 共通・その他 4.4. データ検索 検索条件設定 変更なし 1 1 0350080 検索条件を指定して、レセプトを検索、表示できること。 検索条件を指定して、レセプトを検索、表示できること。 標準オプション機能 令和8年4月1日

1 350080 市川市 実装区分変更
機能要件より、レセプトを検索・表示するための機能そのもの
であると捉えたのですが、それが実装必須ではなくオプション
になってしまうのでしょうか。

左記の通りです。回答票【その他】もご参照ください。 実績なし 実装あり 検討対象
・ご認識のとおりレセプト検索結果の表示機能です。
・過去の意見照会の結果を踏まえて実装区分を決定しております。

反映しない 非論点

#REF!

4. 共通・その他 4.4. データ検索 検索条件登録 変更なし 1 1 0350082 検索項目の詳細設定ができること。 検索項目の詳細設定ができること。 標準オプション機能 令和8年4月1日

1 350082 市川市 実装区分変更
機能要件より、レセプトを検索・表示するための機能そのもの
であると捉えたのですが、それが実装必須ではなくオプション
になってしまうのでしょうか。

左記の通りです。回答票【その他】もご参照ください。 実績なし 実装あり 検討対象
・ご認識のとおりレセプト検索結果の表示機能です。
・過去の意見照会の結果を踏まえて実装区分を決定しております。

反映しない 非論点

#REF!

4. 共通・その他 4.6. 出力設定 印刷データ出
力

変更なし 1 1 0350091 帳票等の印刷のため、当該帳票等のデータについてCSV形式のテキストファイ
ルを作成し、出力できること。

帳票等の印刷のため、当該帳票等のデータについてCSV形式のテキストファイ
ルを作成し、出力できること。

実装必須機能 令和8年4月1日

1 0350091 さいたま市 その他
ＣＳＶファイルのデータ項目の表示形式変更及び列の入れ替え
を、「自治体ごとのカスタマイズ」対応として容認してほしい。

標準仕様書上、ＣＳＶファイルのデータ項目の追加・削除が容易でない理解で
きるため、せめて業務効率の観点から、ＣＳＶファイルのデータ項目の表示形
式変更及び列の入れ替えのみ、「自治体ごとのカスタマイズ」で対応させてほ
しい。

実績なし 実装なし 検討対象
・導入したシステムの仕様に対する要望と認識しました。
・標準仕様書においては、ＣＳＶファイルのデータ項目の表示形式、データ項目の順番、出力するデータ項目等の詳細を指定することは行わない想定です。
　システム導入事業者と自治体との間で協議頂くことを想定しております。

反映しない 非論点

#REF!

4. 共通・その他 4.6. 出力設定 印刷データ出
力

変更なし 1 1 0350091 帳票等の印刷のため、当該帳票等のデータについてCSV形式のテキストファイ
ルを作成し、出力できること。

帳票等の印刷のため、当該帳票等のデータについてCSV形式のテキストファイ
ルを作成し、出力できること。

実装必須機能

1 0350091 さいたま市 機能修正

閲覧機能の「投薬状況名簿（ＣＳＶ）」から出力するＣＳＶファイ
ルのデータ項目、「医薬品名」について。１０（列）までの表示
に限定せず、処方量に合わせて全ての「医薬品名」が表示さ
れるようにしてほしい。
標準仕様の反映が不可能であれば、「自治体ごとのカスタマイ
ズ」で対応させてほしい。

現状、「医薬品名」のデータ項目は１１以上処方されている場合であっても、１
０（列）までしか表示されず、その者については結局レセプトデータ等から目視
で確認することが求められるため、業務効率が悪い。

実績なし 実装なし 検討対象
・導入したシステムの仕様に対する要望と認識しました。
・標準仕様書においては、ＣＳＶファイルのデータ項目の表示形式、データ項目の順番、出力するデータ項目等の詳細を指定することは行わない想定です。
　システム導入事業者と自治体との間で協議頂くことを想定しております。

反映しない 非論点

#REF!

4. 共通・その他 4.6. 出力設定 印刷データ出
力

変更なし 1 1 0350091 帳票等の印刷のため、当該帳票等のデータについてCSV形式のテキストファイ
ルを作成し、出力できること。

帳票等の印刷のため、当該帳票等のデータについてCSV形式のテキストファイ
ルを作成し、出力できること。

実装必須機能

1 0350091 さいたま市 機能修正

閲覧機能の「投薬状況名簿（ＣＳＶ）」から出力するＣＳＶファイ
ルのデータ項目、「医療機関・保険薬局コード」、「医療機関
名」について。「医療機関名２」もしくは、「調剤薬局名」の項目
（列）を追加して、処方元の医療機関と処方先の調剤薬局を一
行で表示してほしい。
標準仕様の反映が不可能であれば、「自治体ごとのカスタマイ
ズ」で対応させてほしい。

現状、処方元の医療機関と処方先の調剤薬局が別々の行で表示されるた
め、対となる医療機関と調剤薬局を目視で探す手間が生じ、業務効率が悪
い。

実績なし 実装なし 検討対象
・導入したシステムの仕様に対する要望と認識しました。
・標準仕様書においては、ＣＳＶファイルのデータ項目の表示形式、データ項目の順番、出力するデータ項目等の詳細を指定することは行わない想定です。
　システム導入事業者と自治体との間で協議頂くことを想定しております。

反映しない 非論点

#REF!

4. 共通・その他 4.6. 出力設定 印刷データ出
力

変更なし 1 1 0350091 帳票等の印刷のため、当該帳票等のデータについてCSV形式のテキストファイ
ルを作成し、出力できること。

帳票等の印刷のため、当該帳票等のデータについてCSV形式のテキストファイ
ルを作成し、出力できること。

実装必須機能

1 0350091 さいたま市 機能追加

閲覧機能の「長期入院患者名簿（ＣＳＶ）」から出力するＣＳＶ
ファイルのデータ項目について。「医療機関・保険薬局コード」
のみではなく、「医療機関名」（列）を追加してほしい。
標準仕様の反映が不可能であれば、「自治体ごとのカスタマイ
ズ」で対応させてほしい。

現状、「医療機関・保険薬局コード」のみしか表示されない。「投薬状況名簿
（ＣＳＶ）」等では、「医療機関名」も含めて表示されている。「長期入院患者名
簿（ＣＳＶ）」のみ表示しない意図は不明であるが、医療機関名が表示されて
いる方が、処方状況等の把握がし易いため、追加してほしい。

実績なし 実装なし 検討対象
・導入したシステムの仕様に対する要望と認識しました。
・標準仕様書においては、ＣＳＶファイルのデータ項目の表示形式、データ項目の順番、出力するデータ項目等の詳細を指定することは行わない想定です。
　システム導入事業者と自治体との間で協議頂くことを想定しております。

反映しない 非論点

#REF!

4. 共通・その他 4.9. ユーザ管理 操作権限設定・
管理

修正 7 7 0350191 0350120 他の職員が異動処理を行っている間は、同一住民の情報について、閲覧以外
の作業ができないよう、排他制御ができること。
なお、操作権限管理については、個別及び一括での各種制御やメンテナンスが
できること。

他の職員が異動処理を行っている間は、同一住民の情報について、閲覧以外
の作業ができないよう、排他制御ができること。
なお、操作権限管理については、個別及び一括での各種制御やメンテナンスが
できること。

実装必須機能 認証に係る機能については、標準準拠システムで実装するか、認証基盤
等で実装するかを問わない。

【2.3版】
・PMOツールでの意見に基づき、機能要件の実
装区分を変更

令和11年4月1日 7 0350191 富士通Japan 機能削除 機能削除または標準オプション機能として下さい。 レセプト管理システム内で住民（被保護者）の異動は生じないため、当要件は
不要と認識しております。

実績なし 実装なし -

検討対象
・ご意見を踏まえて、レセプト管理システムにおいて住民異動は想定されないことを認識しました。
　意見を踏まえて、機能については標準オプション機能に変更いたします。

反映する 非論点

#REF!

4. 共通・その他 4.9. ユーザ管理 操作権限設定・
管理

修正 7 7 0350191 0350120 他の職員が異動処理を行っている間は、同一住民の情報について、閲覧以外
の作業ができないよう、排他制御ができること。
なお、操作権限管理については、個別及び一括での各種制御やメンテナンスが
できること。

他の職員が異動処理を行っている間は、同一住民の情報について、閲覧以外
の作業ができないよう、排他制御ができること。
なお、操作権限管理については、個別及び一括での各種制御やメンテナンスが
できること。

実装必須機能 認証に係る機能については、標準準拠システムで実装するか、認証基盤
等で実装するかを問わない。

【2.3版】
・PMOツールでの意見に基づき、機能要件の実
装区分を変更

令和11年4月1日

1 0350191 法研 誤記・整合性

「他の職員が異動処理を行っている間」とあるが、レセプト管理
では該当する判断を実施するための情報が現状存在しないと
想定します。
レセプト管理は、生活保護より連携される、被保護者情報・医
療券等情報に存在しない被保護者の情報は保持していませ
ん。

要件,IF確認 検討対象

・ご意見を踏まえて、実装区分について標準オプション機能に戻すこととします。
・また、標準仕様書本編の第3章　機能・帳票要件の（8）操作権限管理においては実装必須機能として整理されております。
　この点について、仕様書本編の（8）操作権限管理の該当する欄において、「※レセプト管理システムにおいては標準オプション機能として整理している」という
内容を追記する想定です。

反映する 非論点

#REF!

4. 共通・その他 4.9. ユーザ管理 操作権限設定・
管理

修正 8 8 0350192 0350121 ID パスワードによる認証に加え、ICカードや静脈認証等の生体認証を用いた二
要素認証に対応すること。

ID パスワードによる認証に加え、ICカードや静脈認証等の生体認証を用いた二
要素認証に対応すること。

実装必須機能 認証に係る機能については、標準準拠システムで実装するか、認証基盤
等で実装するかを問わない。

【2.3版】
・PMOツールでの意見に基づき、機能要件の実
装区分を変更

令和11年4月1日 8 0350192 富士通Japan 実装区分変更 実装区分を標準オプション機能として下さい。 弊社サービスはマルチテナント型のSaaSサービスのため、現地作業を伴う認
証機器等の設置・保守を行うことができず、自治体内での対応が求められる当
機能を実装必須とされますと対応不能となります。

実績なし 実装なし -

検討対象

・ご意見を踏まえて、実装区分について標準オプション機能に戻すこととします。
・また、標準仕様書本編の第3章　機能・帳票要件の（8）操作権限管理においては実装必須機能として整理されております。
　この点について、仕様書本編の（8）操作権限管理の該当する欄において、「※レセプト管理システムにおいては標準オプション機能として整理している」という
内容を追記する想定です。

反映する 非論点



並び順 大項目 中項目 機能名称
改定種別

（直前の版から改定
した項目の種別）

新機能名称枝番 旧機能名称枝番 新機能ID 旧機能ID 新機能要件 旧機能要件 実装区分 要件の考え方・理由 備考（改版説明） 適合基準日

①機能名称
枝番

記入必須

②機能ID
記入必須

③質問自治体
名

記入必須

④意見のカ
テゴリ

記入必須

⑤ご意見等内容
記入必須

⑥ご意見等の理由・経緯
記入必須

⑦解釈案・代替案
（修正後の要件文案）

⑧過去意見照会
における意見実績

記入必須

⑨貴自治体における現
行システムでの実装有

無
記入必須

⑩意見根拠（法
令・通知等）

検討分類 検討方針詳細 標準仕様書への反映 検討会での論点化

#REF!

4. 共通・その他 4.11. 他システ
ム連携

- 修正 1 1 0350190 0350130 生活保護システムに、レセプトデータを提供できること。

※ 当該システムとの連携のみを指しているのではなく、共通基盤等との連携を
含む

生活保護システムに、支払基金から提供されたレセプトデータに準拠した形式で
レセプトデータを提供できること。

※ 当該システムとの連携のみを指しているのではなく、共通基盤等との連携を
含む

標準オプション機能 連携項目は、機能別連携仕様（生活保護）に定めるとおりとする。 【2.3版】
・PMOツールでの意見に基づき、機能要件を修正

令和11年4月1日

1 0350190 法研 誤記・整合性
「支払基金から提供されたレセプトデータに準拠」を外した理由
は、基本データリストに準拠したIFという意味に捉えてよいで
しょうか？

要件,IF確認 検討対象

・今回改定案を提示した経緯としては、レセプト管理システム開発ベンダからPMOツール宛てにご意見を頂いたためです。
・ご認識のとおり、基本データリストに準拠したインターフェースファイルと想定しており、連携項目は機能別連携仕様に準ずるため、当該記載を削除いたしまし
た。

＜照会の概要＞
照会：機能要件：0350130「新機能要件（2.1版）欄」と「要件の考え方・理由」欄で以下のとおり不整合がみられる。
　　　○新機能要件（2.1版）欄：支払基金から提供されたレセプトデータに準拠した形式
　　　○要件の考え方・理由：機能別連携仕様（生活保護）に定めるとおり
回答：レセプト管理システムの機能要件の機能ID：0350130については、要件の考え方に記載のある通り、レセプトデータの形式は機能別連携仕様によるもの記
載のある通りとすることを想定している。

反映しない 非論点

#REF!

4. 共通・その他 4.11. 他システ
ム連携

- 変更なし 4 4 0350161 健康管理システムから、健診情報の突合のための宛名番号を取り込みできるこ
と。

健康管理システムから、健診情報の突合のための宛名番号を取り込みできるこ
と。

実装必須機能 ・2.0版において、健診情報を健康管理システムから受け取るための機能
を追加。

令和9年4月1日 4 0350161 富士通Japan その他 関連する健康管理システムの機能IDを明示してください。 データの連携元の標準仕様と整合性が確保できていることを確認させてくださ
い。

実績なし 実装なし -

検討対象 ・ご意見については、デジタル庁が定義しているデータ要件・連携要件の機能別連携仕様を参照頂くことを想定しております。 反映しない 非論点

#REF!

4. 共通・その他 4.11. 他システ
ム連携

- 変更なし 5 5 0350162 健康管理システムから、健診情報の突合のための基本4情報を取り込みできる
こと。
【管理項目】
・カナ氏名
・生年月日
・性別
・住所

健康管理システムから、健診情報の突合のための基本4情報を取り込みできる
こと。
【管理項目】
・カナ氏名
・生年月日
・性別
・住所

実装必須機能 ・2.0版において、健診受診時の4情報を健康管理システムから受け取る
ための機能を追加。

令和9年4月1日 5 0350162 富士通Japan その他 関連する健康管理システムの機能IDを明示してください。 データの連携元の標準仕様と整合性が確保できていることを確認させてくださ
い。

実績なし 実装なし -

検討対象 ・ご意見については、デジタル庁が定義しているデータ要件・連携要件の機能別連携仕様を参照頂くことを想定しております。 反映しない 非論点

#REF!

4. 共通・その他 4.11. 他システ
ム連携

- 新規追加 7 0350187 生活保護システムに医療中間サーバーから提供されるJ-LIS突合情報、資格確
認ファイル情報をデータ提供できること。

標準オプション機能 【2.3版】
・オンライン資格確認に関する機能要件を追加

令和11年4月1日

7 0350187 法研 機能削除

現状の運用で「医療中間サーバーから提供されるJ-LIS突合
情報、資格確認ファイル情報」を扱う機能はありません。
医療中間サーバーへの連携は、生活保護システムで実施して
います。

要件,IF確認 検討対象
（検討方針詳細案）
・本機能要件は第5回全国意見照会を踏まえ追加したものとなりますが、ご指摘のとおり、生活保護システム側で医療中間サーバーと連携し、J-LIS突合情報、
資格確認ファイル情報をやり取りしているため、機能要件の追加は行わないこととします。

反映する 非論点

#REF!

4. 共通・その他 4.11. 他システ
ム連携

- 新規追加 8 0350188 生活保護システムに、医療中間サーバーから提供される、マイナンバーカード利
用登録状況、マイナンバーカード初回登録解除状況、マイナンバーカード証明書
有効期限状況について、データ提供できること。

実装必須機能 【2.3版】
・オンライン資格確認に関する機能要件を追加

令和11年4月1日 8 0350188 富士通Japan 実装区分変更 実装区分を標準オプション機能として下さい。 レセプト管理システム内でマイナンバーカード情報は保持しておりません。した
がってデータ提供不能となります。また、レセプト管理システムでマイナンバー
情報を管理するリスクを回避すべきと考えます。

実績なし 実装なし -

検討対象

（検討方針詳細案）
・本機能要件は第5回全国意見照会を踏まえ追加したものとなりますが、オンライン資格確認の運用上において、生活保護システムでマイナンバー情報を登録
し、医療中間サーバーに連携する運用となっております。
　よって、当機能要件は実装が出来ないものとあらためて認識しましたので、標準仕様書2.3版（案）から削除いたします。

反映する 非論点

#REF!

4. 共通・その他 4.11. 他システ
ム連携

- 新規追加 8 0350188 生活保護システムに、医療中間サーバーから提供される、マイナンバーカード利
用登録状況、マイナンバーカード初回登録解除状況、マイナンバーカード証明書
有効期限状況について、データ提供できること。

実装必須機能 【2.3版】
・オンライン資格確認に関する機能要件を追加

令和11年4月1日

8 0350188 法研 機能削除

マイナンバーカードの情報はレセ管で管理していません。
よって、実装必須と定義されても実装できません。
現状、医療中間サーバーへの連携は、生活保護システムが
実装していると想定しています。

要件確認 検討対象

（検討方針詳細案）
・本機能要件は第5回全国意見照会を踏まえ追加したものとなりますが、オンライン資格確認の運用上において、生活保護システムでマイナンバー情報を登録
し、医療中間サーバーに連携する運用となっております。
　よって、当機能要件は実装が出来ないものとあらためて認識しましたので、標準仕様書2.3版（案）から削除いたします。

反映する 非論点

#REF!

4. 共通・その他 4.11. 他システ
ム連携

- 新規追加 9 0350201 健康管理システムから、保健指導情報の突合のための宛名番号を取り込みで
きること。

実装必須機能 ・保健指導情報を健康管理システムから受け取るための機能
・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日 9 0350201 富士通Japan その他 関連する健康管理システムの機能IDを明示してください。 データの連携元の標準仕様と整合性が確保できていることを確認させてくださ
い。

実績なし 実装なし -

検討対象 ・ご意見については、デジタル庁が定義しているデータ要件・連携要件の機能別連携仕様を参照頂くことを想定しております。 反映しない 非論点

#REF!

4. 共通・その他 4.11. 他システ
ム連携

- 新規追加 9 0350201 健康管理システムから、保健指導情報の突合のための宛名番号を取り込みで
きること。

実装必須機能 ・保健指導情報を健康管理システムから受け取るための機能
・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日

9 0350201 法研 誤記・整合性

保健指導のIFなどのレイアウト定義がされていませんが、
ID「0350175」の要件の考え方・理由に明記してある内容と同
様に判断するという解釈でよいですか？
同様であれば、ID「0350175」と同様の明記を要件に記載下さ
い。

要件,IF確認 検討対象

（検討方針詳細案）
・保健指導情報については健康管理システムからの連携となる想定ですが、連携項目についてはデータ要件・連携要件、基本データリストのデータ項目において
定義する予定です。
　なお、インターフェイスの仕様については、福祉事務所向けポータルサイトに掲載の「周知資料（第５版）」のp65に記載しているとおり、①特定健康診査・特定保
健指導の電子的な標準様式の仕様に関する資料（令和６年度以降実施分）、②スキーマファイル（インターフェイスファイルのチェックに利用する資料）③差分表
（①の中で、医療扶助の独自の差分を整理したもの）にお示ししている通りとする想定です。

・ご意見を踏まえて、要件の考え方・理由に以下の記載を追加します。
「連携要件については、データ要件・連携要件の記載内容に準拠する想定である。、インターフェイスの仕様については、福祉事務所向けポータルサイトに掲載の
「周知資料（第５版）」のp65に記載しているとおり、①特定健康診査・特定保健指導の電子的な標準様式の仕様に関する資料（令和６年度以降実施分）、②ス
キーマファイル（インターフェイスファイルのチェックに利用する資料）③差分表（①の中で、医療扶助の独自の差分を整理したもの）に示しているとおりとなる想定
である。」

反映する 非論点

#REF!

4. 共通・その他 4.11. 他システ
ム連携

- 新規追加 10 0350202 健康管理システムから、保健指導情報の突合のための基本4情報を取り込みで
きること。
【管理項目】
・カナ氏名
・生年月日
・性別
・住所

実装必須機能 ・保健指導時の4情報を健康管理システムから受け取るための機能
・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日

10 350202 足立区 誤記・整合性

機能名称枝番 4　新機能ID 0350200　の管理項目と差異(連
携項目においては、「漢字氏名」がない。)があります。当該差
異項目については、連携を行わない、という認識になることで
しょうか。
「漢字氏名」についても連携項目としていただきたい。

連携項目と管理項目においては差異が少ない方が望ましいため、技術的に可
能であれば、「漢字氏名」についても連携項目としていただきたい。

健康管理システムから、保健指導情報の突合のための基本4
情報を取り込みできること。
【管理項目】
・漢字氏名
・カナ氏名
・生年月日
・性別
・住所

実績なし 実装なし 検討対象

（検討方針詳細案）
・保健指導情報および健診情報の突合のために健康管理システムから受け取る情報は基本4情報を想定しております。
電子的な標準様式第4期にて、健診機関から医療保険者（福祉事務所）へ連携される健診情報の中に、漢字氏名が含まれていない（※）ことから、標準様式に
沿ってシステム連携される場合においては、漢字氏名が含まれることはなく、基本4情報で突合する想定です。
（※）特定健診情報ファイル仕様説明書参照：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/xml_30799.html

反映しない 非論点

#REF!

4. 共通・その他 4.11. 他システ
ム連携

- 新規追加 10 0350202 健康管理システムから、保健指導情報の突合のための基本4情報を取り込みで
きること。
【管理項目】
・カナ氏名
・生年月日
・性別
・住所

実装必須機能 ・保健指導時の4情報を健康管理システムから受け取るための機能
・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日 10 0350202 富士通Japan その他 関連する健康管理システムの機能IDを明示してください。 データの連携元の標準仕様と整合性が確保できていることを確認させてくださ
い。

実績なし 実装なし -

検討対象 ・ご意見については、デジタル庁が定義しているデータ要件・連携要件の機能別連携仕様を参照頂くことを想定しております。 反映しない 非論点

#REF!

4. 共通・その他 4.11. 他システ
ム連携

- 新規追加 10 0350202 健康管理システムから、保健指導情報の突合のための基本4情報を取り込みで
きること。
【管理項目】
・カナ氏名
・生年月日
・性別
・住所

実装必須機能 ・保健指導時の4情報を健康管理システムから受け取るための機能
・当機能要件は、保健指導情報の管理に関する機能要件である。
・参照すべき通知は今後改正の上、通知発出を想定している。
　現時点で参照できる通知は、令和6年3月27日付け社援発 0327 第 25
号における「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の交付につい
て」となる。

【2.3版】
・法制度改正に基づき、機能要件を追加

令和9年4月1日

10 0350202 法研 誤記・整合性

保健指導のIFなどのレイアウト定義がされていませんが、
ID「0350175」の要件の考え方・理由に明記してある内容と同
様に判断するという解釈でよいですか？
同様であれば、ID「0350175」と同様の明記を要件に記載下さ
い。

要件,IF確認 検討対象

（検討方針詳細案）
・保健指導情報については健康管理システムからの連携となる想定ですが、連携項目についてはデータ要件・連携要件、基本データリストのデータ項目において
定義する予定です。
　なお、インターフェイスの仕様については、福祉事務所向けポータルサイトに掲載の「周知資料（第５版）」のp65に記載しているとおり、①特定健康診査・特定保
健指導の電子的な標準様式の仕様に関する資料（令和６年度以降実施分）、②スキーマファイル（インターフェイスファイルのチェックに利用する資料）③差分表
（①の中で、医療扶助の独自の差分を整理したもの）にお示ししている通り定義する想定です。

・ご意見を踏まえて、要件の考え方・理由に以下の記載を追加します。
「連携要件については、データ要件・連携要件の記載内容に準拠する想定である。インターフェイスの仕様については、福祉事務所向けポータルサイトに掲載の
「周知資料（第５版）」のp65に記載しているとおり、①特定健康診査・特定保健指導の電子的な標準様式の仕様に関する資料（令和６年度以降実施分）、②ス
キーマファイル（インターフェイスファイルのチェックに利用する資料）③差分表（①の中で、医療扶助の独自の差分を整理したもの）に示しているとおりとなる想定
である。」

反映する 非論点



①質問自治体名
記入必須

①質問自治体名
記入必須

②帳票名
記入必須

③該当箇所
記入必須

④意見のカテゴリ
記入必須

⑤ご意見等内容
記入必須

⑥ご意見等の理由・経緯
記入必須

⑦解釈案・代替案
（修正後の要件文案）

⑧過去意見照会における意
見実績

記入必須

⑨貴自治体における現行シス
テムでの実装有無

記入必須
⑩帳票サンプルの提供 ⑪意見根拠（法令・通知等） 検討分類 検討方針詳細 標準仕様書への反映 検討会での論点化

世羅町 19 参考資料等添付票送付書 支部 誤記・整合性 審査委員会事務局名の後に
「支部」が不要。

帳票詳細要件にて削除になっ
ているが、帳票レイアウトに
残っているため。

実績なし 実装なし
検討対象

・ご意見のとおり帳票レイアウトにおいて削除が漏れているた
め、削除します。

反映する 非論点



①質問自治体名
記入必須

②テーマ
記入必須

③該当箇所
記入必須

④意見のカテゴリ
記入必須

⑤ご意見等内容
記入必須

⑥ご意見等の理由・経緯
記入必須

⑦解釈案・代替案
（修正後の要件文案）

⑧過去意見照会における
意見実績
記入必須

⑨貴自治体における現行システムで
の実装有無
記入必須

⑩意見根拠（法令・通知等） 検討分類 検討方針詳細 標準仕様書への反映 検討会での論点化

大阪市 帳票一覧 資格審査・内容点検 機能追加 大阪市のレセプト資格審査では４つの帳票（レセプトエラーリスト、レセプト照合済
チェックリスト、レセプト未照合リスト、レセプト照合済リスト）を用いて券照合、資格審
査を実施しているため、資格審査エラーリストのみでは、エラーリストの確認、再審査
請求を実施できない。

本市においては、被保護者も多く処理件数が膨大であることから、支払基金からのデータと本市生活保護シ
ステムにおける券情報の細かい情報などを突合のうえ、それぞれのリストを配信のうえ、審査・点検業務（エ
ラーリストの確認、再審査請求など）を実施している。しかし、標準化におけるレセプト管理システムにおいて
は、これら機能及び帳票が実装されていないことから、これらの機能の実装が必要と考えている。

券情報を確認し、一致しない場合に出力する帳票（レセプトエラーリスト）。
帳票出力後、エラー対応後に再度資格審査を行える機能を有する。

実績なし 実装あり

検討対象
・ご意見については、自治体の独自運用に基づくカスタマイズ要望と認識しまし
たので、機能要件の追加等は行わない想定です。

反映しない 非論点

大阪市 帳票一覧 資格審査・内容点検 機能追加 大阪市のレセプト資格審査では４つの帳票（レセプトエラーリスト、レセプト照合済
チェックリスト、レセプト未照合リスト、レセプト照合済リスト）を用いて券照合、資格審
査を実施しているため、資格審査エラーリストのみでは、エラーリストの確認、再審査
請求を実施できない。

本市においては、被保護者も多く処理件数が膨大であることから、支払基金からのデータと本市生活保護シ
ステムにおける券情報の細かい情報などを突合のうえ、それぞれのリストを配信のうえ、審査・点検業務（エ
ラーリストの確認、再審査請求など）を実施している。しかし、標準化におけるレセプト管理システムにおいて
は、これら機能及び帳票が実装されていないことから、これらの機能の実装が必要と考えている。

下記の場合に出力される帳票（レセプト照合済チェックリスト）
帳票出力後、エラー対応後に再度資格審査を行える機能を有する。
・発行した券情報の有効期限よりもレセプトの診療実日数が多い場合
・レセプトの一部負担金が発行した券情報に割り当てられた本人支払額
よりも少ない場合
・レセプトの単独併用区分と医療要件の単独併用区分が一致しない場合
・過去の照合済みの医療券情報に対して、未来院受診の歯科レセプトが
請求された場合

実績なし 実装あり

検討対象
・ご意見については、自治体の独自運用に基づくカスタマイズ要望と認識しまし
たので、機能要件の追加等は行わない想定です。

反映しない 非論点

大阪市 帳票一覧 資格審査・内容点検 機能追加 大阪市のレセプト資格審査では４つの帳票（レセプトエラーリスト、レセプト照合済
チェックリスト、レセプト未照合リスト、レセプト照合済リスト）を用いて券照合、資格審
査を実施しているため、資格審査エラーリストのみでは、エラーリストの確認、再審査
請求を実施できない。

本市においては、被保護者も多く処理件数が膨大であることから、支払基金からのデータと本市生活保護シ
ステムにおける券情報の細かい情報などを突合のうえ、それぞれのリストを配信のうえ、審査・点検業務（エ
ラーリストの確認、再審査請求など）を実施している。しかし、標準化におけるレセプト管理システムにおいて
は、これら機能及び帳票が実装されていないことから、これらの機能の実装が必要と考えている。

未照合状態のレセプトがある場合に出力する帳票（レセプト未照合リス
ト）。
帳票出力後、エラー対応後に再度資格審査を行える機能を有する。

実績なし 実装あり

検討対象
・ご意見については、自治体の独自運用に基づくカスタマイズ要望と認識しまし
たので、機能要件の追加等は行わない想定です。

反映しない 非論点

大阪市 帳票一覧 資格審査・内容点検 機能追加 大阪市のレセプト資格審査では４つの帳票（レセプトエラーリスト、レセプト照合済
チェックリスト、レセプト未照合リスト、レセプト照合済リスト）を用いて券照合、資格審
査を実施しているため、資格審査エラーリストのみでは、エラーリストの確認、再審査
請求を実施できない。

本市においては、被保護者も多く処理件数が膨大であることから、支払基金からのデータと本市生活保護シ
ステムにおける券情報の細かい情報などを突合のうえ、それぞれのリストを配信のうえ、審査・点検業務（エ
ラーリストの確認、再審査請求など）を実施している。しかし、標準化におけるレセプト管理システムにおいて
は、これら機能及び帳票が実装されていないことから、これらの機能の実装が必要と考えている。

レセプト照合済のものを出力する帳票（レセプト照合済リスト）。
帳票出力後、エラー対応後に再度資格審査を行える機能を有する。

実績なし 実装あり

検討対象
・ご意見については、自治体の独自運用に基づくカスタマイズ要望と認識しまし
たので、機能要件の追加等は行わない想定です。

反映しない 非論点

大阪市 帳票一覧 再審査請求 機能追加 大阪市のレセプト資格審査後再審査請求しないレセプトを再審査請求対象外リストの
帳票を出力している。再審査請求データ取込結果一覧のみでは再審査請求の確認
作業ができない。

本市においては、被保護者も多く処理件数が膨大であることから、支払基金からのデータと本市生活保護シ
ステムにおける券情報の細かい情報などを突合のうえ、それぞれのリストを配信のうえ、審査・点検業務（エ
ラーリストの確認、再審査請求など）を実施している。しかし、標準化におけるレセプト管理システムにおいて
は、これら機能及び帳票が実装されていないことから、これらの機能の実装が必要と考えている。

資格審査後再審査請求しないレセプトを出力する帳票（再審査請求対象
外リスト）

実績なし 実装あり

検討対象
・ご意見については、自治体の独自運用に基づくカスタマイズ要望と認識しまし
たので、機能要件の追加等は行わない想定です。

反映しない 非論点


